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第１ 本報告書の概要（サマリー） 

  

 本報告書は、公益社団法人日本プロゴルフ協会（以下「協会」と

いう。）が組織した調査委員会（以下「本件調査委員会」という。）

による調査の公正・適正について、第三者委員会（以下「本第三者

委員会」という。）として、検証を行った内容をまとめたものであ

る。  

 

 すなわち、協会は、平成２５年８月下旬、時事通信社から、「協

会の理事（当時）であったＸが、指定広域暴力団会長甲に対し、熊

本県所在のゴルフ場でゴルフのレッスンをしたり、甲に代わり同ゴ

ルフ場の利用予約をしていた事実があるか」について取材を受けた

ことから、かかる事実関係を調査し、これに対応するために、Ａ弁

護士（以下「Ａ調査委員長」という。）、Ｂ弁護士（以下「Ｂ調査

委員」という。）及びＣ公認会計士（以下「Ｃ調査委員」という。）

の３名によって構成される本件調査委員会によって、事実関係の調

査を進めた。  

 その結果、同年９月１７日、本件調査委員会は、協会に対し、Ｘ

について、上記取材内容に係る事実があったこと、Ｘが甲とともに

ゴルフ場でゴルフプレーを行ったこと、数万円程度の謝礼を受領し

たこと等の認定事実を報告し、協会は、これに基づき、Ｘについて

８か月間の会員資格停止という懲戒処分を決定した。  

 さらに、同月１８日、協会の副会長（当時）であったＹから、Ａ

調査委員長に対し、自分も甲及び某暴力団組長乙（以下、両名を併

せて「甲ら」という。）と、ゴルフプレーや会食をするなどの交友

関係があったこと等の自己申告がなされたことから、協会は、調査

対象を追加する形で本件調査委員会による調査を継続した。そして、

本件調査委員会は同年１０月にかけて事実関係の調査を行い（以下

これまでの調査を全体として「本件調査」という。）、同月１０日

には暫定的な中間報告を、同月２４日には最終報告を行った。  

 

 ところで、協会及び本件調査委員会は、マスメディアの取材に速

やかに対応する必要があったことや、監督官庁である内閣府の公益

認定等委員会（以下「公益認定等委員会」という。）に対しても、
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指定された短期間で事実関係を報告する必要があったこと等の事情

も踏まえ、協会とは利害関係のない第三者を調査委員とする、いわ

ゆる第三者委員会の方式による調査は行わなかった。この点につい

て、その後、協会は、公益認定等委員会から、公益社団法人の役員

による暴力団員との交際という事案の重大性等に鑑み、第三者によ

る検証の必要があるのではないか等の指摘を受けたこと等から改め

て検討した結果、今般、本第三者委員会が組織され、本件調査委員

会の調査の適正について第三者としての公正・中立な検証を行った

ものである。  

 

 本第三者委員会としては、検証の結果、以下の事実認定及び評価

を下した。  

 

 ① 本件調査委員会の３名の調査委員と、調査対象者であるＸ及

びＹの間には、いずれも個人的な利害関係等は存在せず、事実

を歪曲するおそれのある人間関係等は認められない。  

 ② ３名の調査委員は、組織の不祥事調査、経営に対するガバナ

ンス、反社会的勢力対応等について多くの経験と専門性を有し

ており、また、協会の顧問弁護士ないし監事として協会のため

に稼動する立場であったとはいえ、Ａ調査委員長は協会のコン

プライアンス委員長、Ｂ調査委員及びＣ調査委員は監事兼コン

プライアンス委員の立場にあるため、その職務内容は、協会内

において執行部を牽制し、執行部の法令等遵守や反社会的勢力

との関係根絶を推進する立場にあった。また、協会の執行部か

らは、当初は問題が発覚しておらず、副会長として理事会等に

出席していたＹを含め、本件調査委員会による本件調査に何ら

かの不当な影響力が行使された事情もないので、調査委員に対

して事実の歪曲を迫るおそれのある事情は認められない。  

 ③  本件調査委員会は、日本弁護士連合会の公表するいわゆる

「第三者委員会ガイドライン」に準拠した第三者委員会ではな

いものの、その調査過程は、同ガイドラインその他調査委員会

による不祥事調査の実務において要求される水準に照らし、全

体として公正かつ相当な調査であったと認められる。  
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    なお、調査期間中に提出された中間報告における、Ｘ及びＹ

と甲らとの間のいわゆる「にぎり」行為の認定（あくまでも暫

定的なものではあるが）、そして最終報告における「にぎり」

行為の認定の撤回については、その認定を行う前にさらなる調

査があり得たこと、また、最終調査報告書においてかかる認定

変更についての説明が十分でないことについては、本件調査委

員会の調査過程に相当とは言えない面があったものと考えられ

る。しかしながら、後述④及び⑤のとおり、本第三者委員会と

しての独自追加調査の内容も踏まえると、結論としては、「に

ぎり」行為を否定した本件調査委員会の最終的な判断は合理的

であったと考えられるため、上記の認定変更の経緯は、全体と

しての調査の公正性・相当性を覆すほどの重大性はないと評価

する。  

 ④ 本件調査委員会が判断の根拠とした資料等と、それに基づい

て認定した事実関係を分析すると、本件調査委員会の認定事実

は、全体としては合理的な経験則に基づく事実認定となってお

り、客観性を有しているものと認められる。Ｙが甲らと会食や

ゴルフプレーをした際に、甲らが暴力団員であることを認識し

ていたかについても、本件調査委員会は、認識がなかったとす

るＹの弁解は著しく疑念が残るとしており、合理的であると評

価される。  

   ただし、上記のとおり中間報告での「にぎり」の認定は、

「にぎり」に関する合意等の具体的な事実関係の証拠に基づい

ておらず、中間報告自体は暫定的なものであるが、合理性に欠

ける面を否定できないと考えられる。また、最終報告での「に

ぎり」の認定の撤回も、上述のとおり追加調査があり得た点で、

事実認定の根拠となる証拠が必ずしも十分ではなかったとも考

えられる。しかしながら、上述③のとおり、結論としては「に

ぎり」行為を否定した本件調査委員会の最終的な認定事実に誤

りはなかったと考えられる。  

 ⑤ なお、「にぎり」については、たとえＸ及びＹについて、甲

らとの間で、ゴルフ練習場で顔を合わせていた事実や電話での

やりとりがあった事実が認められたとしても、過去にラウンド

プレーをしていた事実が認められない本件では、賭け方、賭け
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金額、ハンディ等についての黙示の合意を認定することはでき

ず、結局、これによっても「にぎり」行為が成立したと判断す

ることはできない。  

 

 

第２ 本第三者委員会の設置 

 

 １ 設置に至る経緯  

 

   本件調査委員会は、協会が平成２５年８月２１日に、時事通信社

から、協会の理事であるＸと暴力団会長である甲との交友に関する

取材を受けたことを経緯として発足した。すなわち、時事通信社は、

Ｘが甲に、熊本県所在のゴルフ場玉名カントリークラブでゴルフの

レッスンをしたり、甲に代わり同ゴルフ場の利用予約をしたりして

いた事実について協会に質問した。  

 そこで、協会はかかる事実関係を調査し、これに対応するために、

同月２２日、協会の顧問弁護士・コンプライアンス委員会委員長を

務めるＡ調査委員長、協会の監事及びコンプライアンス委員会委員

を務めるＢ調査委員、同じく協会の監事及びコンプライアンス委員

会委員を務めるＣ調査委員の３名によって構成される本件調査委員

会によって、事実関係の調査を進めることとした。  

 本件調査委員会は、関連事実について調査を行い、同年９月１７

日、Ｘに関する調査報告書（以下「第一次調査報告書」という。）

をまとめ、上記取材内容にかかる事実があったこと、Ｘが同年６月

１９日、玉名カントリークラブにおいて、甲らとともに９ホールを

プレーし、数万円程度の謝礼を受領したこと、Ｘが甲を暴力団会長

と認識したのは平成２４年４月ころであったこと等の事実を協会に

報告した。これを受けて協会は、９月１８日、Ｘに対する懲戒処分

として８か月の会員資格停止を決定した（ここまでの調査を以下

「第一次調査」という）。  

   そして、同日、Ａ調査委員長は、協会の副会長（当時）であった

Ｙから、「Ｘとともに甲らと、同年３月１４日に食事をし、４月２

７日及び６月１８日に九州のゴルフ場でプレーをした。」等を内容

とする自己申告を受けた。そこで、協会は、事態をさらに深刻なも
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のとして受け止め、本件調査委員会により、かかる事実関係等につ

いても引き続き調査をすることとした。  

   しかして、同年１０月１０日、本件調査委員会は、中間の調査報

告書（以下「第二次調査中間報告書」という。）をまとめ、Ｙが申

告した上記事実関係は事実と認められること、Ｙ及びＸは、甲らと

いわゆる「にぎり」行為を行い、各５万円の現金を受領したこと、

Ｙは甲らが暴力団会長等であることを認識したのは同年６月３０日

ころであったと主張するが、その弁解には著しく疑念が残る等の暫

定的事実認定について協会に報告した。  

   本件調査委員会は、さらに一定の追加調査を行った上で、同年１

０月２４日、最終の報告書（以下「第二次調査最終報告書」とい

う。）をまとめ、Ｙが申告した上記事実関係は事実と認められるこ

と、Ｙは甲らが暴力団会長等であることを認識したのは同年６月３

０日ころであったと主張するが、その合理性は著しく疑念が残るこ

と等について第二次調査中間報告書と同様の認定を行ったが、「に

ぎり」行為についてはこれを認定せず、受領した金員はレッスン料

又は謝礼と評価される旨事実認定を変更して、協会に報告した。そ

の結果、協会は、同年１０月２８日、Ｙ及びＸを退会処分とする旨

の懲戒処分を決定した（同年９月１８日のＹの自己申告からここま

での調査を以下「本件第二次調査」という。）。  

   なお、協会は、同年８月３０日以降、公益認定等委員会に、適宜、

本件調査について状況及び調査経過等を報告していた。  

   その後、協会は、上記の最終的な懲戒処分決定後、公益認定等委

員会から、事案の性格上本件調査委員会の調査について第三者の検

証を受けるべきではないか、また、「にぎり」に関する事実認定を

変更した根拠は何か等の指摘を受け、検討した結果、調査過程及び

事実認定の公正性、合理性について万全を期するため、そして、そ

のことにより協会の公益性を担保するため、独立の第三者として、

弁護士矢田次男、弁護士新穂均及び弁護士結城大輔の３名に、第三

者委員会としての検証を依頼した。  

 

 ２ 本第三者委員会設置の目的及び検証項目 
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   当職ら上記３名の弁護士は、平成２６年１月７日、以下の内容に

ついて協会から検証の依頼を受け、同月２２日付けで協会との間で

委任契約書を締結し、本第三者委員会を組織した。なお、本第三者

委員会としての検証内容・方針の検討、協会との協議等は、同月７

日の依頼書受領直後から事実上開始していた。  

   検証に係る依頼内容は以下のとおりである。  

 

【検証依頼内容】  
 

（１）被検証事件の表示  

   ①第一事件（玉名事件）  

    平成２５年６月１９日、玉名カントリークラブにおいて、

Ｘが甲等とゴルフプレーを行い、会員倫理規程第７条に違反

した事件を第一事件（玉名事件）という。  
 

   ②第二事件（その他事件）  

    上記の他に、ＸとＹとが甲等と、同年３月１４日に佐賀県

嬉野市において飲食を伴にし、同年４月２７日九州ゴルフ倶

楽部八幡コースにおいてゴルフプレーを行い、同年６月１８

日阿蘇ゴルフ倶楽部赤水コースにおいてゴルフプレーを行

い、会員倫理規程第７条ほかに違反した事件を第二事件（そ

の他事件）という。  

 

（２）検証の項目  

   ①調査委員と上記違反者との間に、事実を歪曲するおそれの

ある人間関係は存在していないか。  

   ②調査委員に対して事実の歪曲を迫るおそれのある事情が認

められないか。  

   ③上記第一及び第二事件に関する調査委員会の調査過程は公

正かつ相当であったと認められるか。  

   ④上記第一及び第二事件に関する調査委員会の認定事実は客

観性を有していると認められるか。  

    

   その後、協会は、公益認定等委員会からの指摘に基づき、平成２

６年２月１０日、本第三者委員会に対し、次の事項についての検証

を追加依頼し、本第三者委員会はこれを検証項目に追加した。  

 

【追加検証項目】  

   ⑤「頻繁にプレーするパートナー間でありながら、黙示の合

意により「にぎり」が成立することもあり得ると思います
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が、本件では甲等とＸ元会員、Ｙ元会員の４者の関係にお

いては、そこまでの人間関係は認められない」（報告書３

ページ）とあるが、元理事は某暴力団の甲にワンポイント

レッスンを１０数回行い、元副会長は某暴力団の乙とゴル

フ談議など電話で他愛のないやり取りを１５～１６回行っ

ており（平成２５年１０月１０日付け貴法人報告書）、ま

た甲は、２年～２年半の間に３５～４０回ゴルフ場を訪

れ、理事が予約を代行している場合もあったとされてい

る。にもかかわらず、黙示の合意が成立する間柄とは認め

られないと言えるのか。  

 

   なお、上記のとおり、検証項目①ないし④は、本件調査委員会の

調査についての検証であるのに対し、検証項目⑤は、本第三者委員

会としての独自の調査と事実認定を行う必要がある内容となってい

る（以上の内容を「本検証」といい、上記①ないし⑤をそれぞれ

「検証項目①ないし⑤」という。）。  

   また、上記のとおり、本第三者委員会は、協会がＸ及びＹに対し

て決定した懲戒処分の軽重や相当性について判断・評価するもので

はない。なお、協会の定款第１０条は、会員に対する懲戒処分とし

て、戒告、会員としての権利の停止及び除名の３種類を定めるが、

会員倫理規程第１４条は、会員に対する懲罰の種類として、除名、

退会、会員資格の一時停止、出場停止、制裁金、戒告の６種類を定

めており、両規定の関係が必ずしも明らかではないように感じられ

た。本検証の範囲と直接の関連はないものの、念のため指摘してお

く。  

 

 ３ 本第三者委員会の構成 

 

 （１）委員及び補助者  

 

    本第三者委員会の構成は、以下のとおりである。  

 

委員長：矢田次男（弁護士。のぞみ総合法律事務所。元東

京・大阪地方検察庁特捜部検事）  

委 員：新穂 均（弁護士。のぞみ総合法律事務所。元東京

地方検察庁検事、元東京地方裁判所刑事部判事補、



- 8 - 
 

元日本弁護士連合会綱紀委員会委員、元第二東京弁

護士会副会長）  

委 員：結城大輔（弁護士・ニューヨーク州弁護士。のぞみ

総合法律事務所）  

 

    また、本第三者委員会は、以下の者を本検証の補助者として任

命し、本検証の補佐をさせた。  

 

補助者：山田 瞳（弁護士。のぞみ総合法律事務所）  

 

 （２）日弁連ガイドラインとの関係  

 

    本第三者委員会の設置及び検証業務遂行に当たっては、日本弁

護士連合会が平成２２年に制定・公表した「企業等不祥事におけ

る第三者委員会ガイドライン」（以下「日弁連ガイドライン」と

いう。別添）の内容を参照・考慮し、以下のとおり、日弁連ガイ

ドラインに準拠している。  

 

   ① 本検証の目的  

 

    検証項目①ないし④は、不祥事の事実関係の調査・事実認

定・原因分析を目的とするものではなく、本件調査委員会によ

る調査についての検証を目的とする点で、日弁連ガイドライン

が基本的に想定している第三者委員会による調査とは本質とし

て異なる部分がある。  

    しかしながら、協会が公益社団法人であること、本件調査の

対象はその副会長・理事による反社会的勢力との交際という内

容であり、かつメディアの注目も集めている内容であること等

に照らし、本検証は公益性が高く、公益認定等委員会、メディ

ア、社会一般への説明責任という重要な使命を帯びている。ま

た、検証項目⑤は事実関係自体の調査であり、さらに、検証項

目①ないし④も、当該検証に関連する範囲で事実関係の調査も

行うこととなる。  
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    これらの点を踏まえ、本第三者委員会は、以下のとおり、日

弁連ガイドラインに準拠した第三者委員会として構成されてい

る。  

 

   ② 委員会の独立性、中立性  

 

    日弁連ガイドラインは、「第三者委員会は、依頼の形式にか

かわらず、企業等から独立した立場で、企業等のステークホル

ダーのために、中立・公正で客観的な調査を行う」と定め（第

１部第２．）、また、「企業等と利害関係を有する者は、委員

に就任することができない」と定め、顧問弁護士は利害関係を

有する者に該当するとしている（第２部第２．５．及び脚注１

０）。  

    本第三者委員会の各委員は、上記①記載の設置経緯及び検証

の目的に照らし、公益的観点から中立・公正に本検証を行うも

のであり（その旨、協会との委任契約書において規定してい

る。）、また、協会との間に顧問弁護士関係等、上記の利害関

係はない。検証対象である本件調査委員会の調査委員３名との

間にも、特別の利害関係は存在しない。  

 

 ③ 協会の全面的協力  

   

    日弁連ガイドラインは、第１部「第３．企業等の協力」とし

て「第三者委員会は、その任務を果たすため、企業等に対して、

調査に対する全面的な協力のための具体的対応を求めるものと

し、企業等は、第三者委員会の調査に全面的に協力する」とし、

また、第２部「第３．企業等の協力についての指針 １．企業

等に対する要求事項」として、「第三者委員会は、受任に際し

て、企業等に下記の事項を求めるものとする。①企業等が、第

三者委員会に対して、企業等が所有するあらゆる資料、情報、

社員へのアクセスを保障すること。②企業等が、従業員等に対

して、第三者委員会による調査に対する優先的な協力を業務と

して命令すること。③企業等は、第三者委員会の求めがある場

合には、第三者委員会の調査を補助するために適切な人数の従
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業員等による事務局を設置すること。当該事務局は第三者委員

会に直属するものとし、事務局担当者と企業等の間で、厳格な

情報隔壁を設けること。」と定めている。  

    本第三者委員会は、協会との間の委任契約書において、協会、

全協会員及び本件調査委員会の各委員による本検証への全面的

協力を保証・表明させている。  

 

 ④ 検証報告書の記載  

   

    日弁連ガイドラインは、調査報告書の内容及び作成について、

「調査報告書の起案権は第三者委員会に専属する。」、「第三

者委員会は、調査により判明した事実とその評価を、企業等の

現在の経営陣に不利となる場合であっても、調査報告書に記載

する。」、「第三者委員会は、調査報告書提出前に、その全部

又は一部を企業等に開示しない。」と定めている（第２部第２．

１．ないし３．）。  

    この点、本第三者委員会による本検証報告書は、これらの指

針に従って作成されている。  

 

   ⑤ 検証結果の取扱い  

 

    日弁連ガイドラインは、第２部第１．「２．説明責任につい

ての指針（調査報告書の開示に関する指針）」として、「第三

者委員会は、受任に際して、企業等と、調査結果（調査報告書）

のステークホルダーへの開示に関連して、下記の事項につき定

めるものとする。①企業等は、第三者委員会から提出された調

査報告書を、原則として、遅滞なく、不祥事に関係するステー

クホルダーに対して開示すること。②企業等は、第三者委員会

の設置にあたり、調査スコープ、開示先となるステークホルダ

ーの範囲、調査結果を開示する時期を開示すること。③企業等

が調査報告書の全部又は一部を開示しない場合には、企業等は

その理由を開示すること。また、全部又は一部を非公表とする

理由は、公的機関による捜査・調査に支障を与える可能性、関
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係者のプライバシー、営業秘密の保護等、具体的なものでなけ

ればならないこと。」と定めている。  

    本第三者委員会は、前述した設置経緯等に照らし、協会が公

益認定等委員会に本報告書を提出すること及び本報告書につい

て、関係者のプライバシー等の一定の必要性に基づく配慮をす

る以外は原文をそのまま対外公表することを前提として本検証

を行い、本検証報告書を作成した。また、本第三者委員会の設

置については、協会のウェブサイトにおいてすでに公表されて

いる。  

 

４ 検証の方針、方法及び期間 

  

 （１）検証の方針及び方法  

 

    本第三者委員会としての検証の方針は、以下のとおりである。  

    検証項目①については、本件調査委員会の調査委員３名と調査

対象者であるＹ及びＸとの間の関係について、各人から確認した。  

    検証項目②については、調査委員３名の専門性や協会との関係

を確認した。また、当時副会長であったＹによる第一次調査への

不当な関与の有無を確認するとともに、その他本件調査に不当な

影響や考慮が存在しなかったかを検証した。  

    検証項目③については、本件調査委員会による調査対象資料と

ヒアリング内容等に基づいて、本件調査の経緯及び内容を検証し

た。その上で、日弁連ガイドライン等によって一般に要求される

企業不祥事調査の実務に照らし、本件調査委員会が行った調査過

程に不十分、不合理な点がないかについて、本第三者委員会とし

ての知見・経験に照らした検証・評価を行った。  

    検証項目④及び⑤については、本件調査委員会が認定した事実

が、調査の結果判明した事実関係や認定の根拠とした証拠に照ら

して合理的と言えるかについて、本第三者委員会としての知見・

経験に照らした検証・評価を行った。特に「にぎり」の認定につ

いては、調査委員３名及びＹ・Ｘへのヒアリング（書面による照

会を含む。）、懲罰諮問委員からのヒアリング、懲罰諮問委員会
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の記録の確認等、本第三者委員会として必要と考える追加調査に

基づき、検証・評価を行った。  

 

 （２）検証の期間  

 

    本第三者委員会が発足した平成２６年１月２２日から同年２月

２１日まで。ただし、協会から本検証の依頼書を受領した同年１

月７日以来、検証の方針や計画については事前の検討を開始し、

協会と協議・確認を重ね、検証開始の準備を行っていた。  

 

 （３）検証対象とした資料     

 

    本第三者委員会は、本検証にあたり、以下の資料を確認してい

る。  

 

   ・ 本件調査委員会が確認した資料  

   ・ 本件調査委員会による関係者ヒアリングの記録、録音テープ  

   ・ 協会の定款、役員等の選挙規程、会員倫理規程、懲罰手続規

則  

   ・ 協会ウェブサイト  

   ・ 懲罰諮問委員会議事録（平成２５年９月１２日及び１０月２

４日開催）、録音テープ、懲罰に関する答申書  

   ・ 本件調査委員会の報告書（第一次調査報告書、第二次調査中

間報告書及び第二次調査最終報告書）  

   ・ 懲罰書（平成２５年９月１８日付け及び１０月３０日付け）  

   ・ 協会と公益認定等委員会とのやりとり  

 

 （４）検討に際して行ったヒアリング等  

 

    本第三者委員会は、本検証にあたり、以下のとおりヒアリング

（面談、電話聴取及び書面照会・回答の各方式を含む。）を行っ

た。その他、本件調査委員会による本件調査に関連する事務手続

等に関しては、協会の事務局次長根本修一（以下「根本事務局次

長」という。）から適宜、経緯等を確認した。  
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日付  対象者  方式  

H26.1.27 Ａ調査委員長、Ｂ調査委

員及びＣ調査委員  

書面照会  

（Ａ調査委員長及びＣ調査委員

からは H26.1.30 付けで、Ｂ調

査委員からは H26.1.31 付け

で、書面による回答受領）  

H26.2.3  Ｃ調査委員  面談  

H26.2.4  Ｘ及びＹ  書面照会  

（ Ｙ 代 理 人 弁 護 士 か ら

H26.2.10 付けで、Ｘ代理人弁

護士から H26.2.11 付けで、書

面による回答受領）  

H26.2.6  Ａ調査委員長  面談  

H26.2.7  Ｄ懲罰諮問委員  面談  

H26.2.7  Ｂ調査委員  面談  

H26.2.17 Ｘ  電話聴取  

H26.2.19 Ｙ  面談  

H26.2.21 Ｙ  電話聴取（代理人弁護士経由）  

H26.2.21 Ｘ  電話聴取  

H26.2.21 Ａ調査委員長  面談  

 

 

 

第３ 検証の内容 

 

   本第三者委員会は、本検証を行った結果について、以下のとおり

報告する。  

 

  １ 検証項目①：「調査委員と、調査対象者であるＹ及びＸとの間に、

事実を歪曲するおそれのある人間関係は存在していないか」につい

て 

 

  本第三者委員会は、以下のとおり、本件調査委員会の各調査委員

についてかかる関係は認められないと判断した。  

 

 （１）Ａ調査委員長  
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   ア Ｙとの関係  

 

     Ａ調査委員長からの回答書及びヒアリングでの回答によれば、

同委員長は、Ｙが、業務執行理事として出席していた協会理事

会及び副会長として出席していた正副会長の出席を要する委員

長会議に、自身が顧問弁護士として出席した際にＹと同席した

という業務上の関わりの外は、同人との間に、弁護士と依頼者

としての関係も、飲食・ゴルフ等の個人的な交際も一切有して

いない。  

     Ｙも、本第三者委員会への回答書において、Ａ調査委員長と

は、協会理事としての職務上の関係の外、弁護士と依頼者とし

ての関係も、個人的な交際も一切ないと回答している。  

 

   イ Ｘとの関係  

     

     Ａ調査委員長からの回答書及びヒアリングでの回答によれば、

同委員長は、Ｘが理事として出席していた協会理事会に、自身

が顧問弁護士として出席した際にＸと同席したという業務上の

関わりの外には、同人との間に、弁護士と依頼者としての関係

も、飲食・ゴルフ等の個人的な交際も一切有していない。  

     Ｘも、本第三者委員会への回答書において、Ａ調査委員長と

は、協会理事としての職務上の関係の外、弁護士と依頼者とし

ての関係も、個人的な交際も一切ないと回答している。  

 

   ウ 本第三者委員会の認定  

     

     上記のＡ調査委員長による各回答については、Ｙ及びＸの認

識とも合致して、その内容として客観的な合理性が認められる。  

     よって、Ａ調査委員長とＹ及びＸとの間に、事実を歪曲する

おそれのある人間関係は認められない。  

 

 （２）Ｂ調査委員  
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   ア Ｙとの関係  

     

     Ｂ調査委員からの回答書及びヒアリングでの回答によれば、

同委員は、Ｙが業務執行理事として出席していた協会理事会に、

自身が監事として出席した際にＹと同席したという業務上の関

わりの外には、同人との間に、弁護士と依頼者としての関係も、

飲食・ゴルフ等の個人的な交際も一切有していない。  

     Ｙも、本第三者委員会への回答書において、Ｂ調査委員とは、

協会理事としての職務上の関係の外、弁護士と依頼者としての

関係も、個人的な交際も一切ないと回答している。  

 

   イ Ｘとの関係  

     

     Ｂ調査委員からの回答書及びヒアリングでの回答によれば、

同調査委員は、同じく、Ｘとも、同人が理事として出席してい

た協会理事会に、自身が監事として出席した際に同席したとい

う業務上の関わりの外には、Ｘとの間に、弁護士と依頼者とし

ての関係も、飲食・ゴルフ等の個人的な交際も一切有していな

い。  

     Ｘも、本第三者委員会への回答書において、Ｂ調査委員とは、

協会理事としての職務上の関係の外、弁護士と依頼者としての

関係も、個人的な交際も一切ないと回答している。  

 

   ウ 本第三者委員会の認定  

    

     上記のＢ調査委員による各回答については、Ｙ及びＸの認識

とも合致して、その内容として客観的な合理性が認められる。  

     よって、Ｂ調査委員とＹ及びＸとの間に、事実を歪曲するお

それのある人間関係は認められない。  

 

 （３）Ｃ調査委員  

 

   ア Ｙとの関係  
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     Ｃ調査委員からの回答書及びヒアリングでの回答によれば、

同委員は、Ｙが業務執行理事として出席していた協会理事会に、

自身が監事として出席した際にＹと同席したという業務上の関

わりの外には、同人との間に、公認会計士・税理士と依頼者と

しての関係も、飲食・ゴルフ等の個人的な交際も一切有してい

ない。  

     Ｙも、本第三者委員会への回答書において、Ｃ調査委員とは、

協会理事としての職務上の関係の外、公認会計士・税理士と依

頼者としての関係も、個人的な交際も一切ないと回答している。  

 

   イ Ｘとの関係  

     

     Ｃ調査委員からの回答書及びヒアリングでの回答によれば、

同委員は、同じく、Ｘとも、同人が理事として出席していた協

会理事会に、自身が監事として出席した際に同席したという業

務上の関わりの外には、Ｘとの間に、公認会計士・税理士と依

頼者としての関係も、飲食・ゴルフ等の個人的な交際も一切有

していない。  

     Ｘも、本第三者委員会への回答書において、Ｃ調査委員とは、

協会理事としての職務上の関係の外、公認会計士・税理士と依

頼者としての関係も、個人的な交際も一切ないと回答している。  

 

   ウ 本第三者委員会の認定  

     

     上記のＣ調査委員による各回答については、Ｙ及びＸの認識

とも合致して、その内容として客観的な合理性が認められる。  

     よって、Ｃ調査委員とＹ及びＸとの間に、事実を歪曲するお

それのある人間関係は認められない。  

 

２ 検証項目②：「調査委員に対して事実の歪曲を迫るおそれのある

事情が認められないか」について 

 

  本第三者委員会は、以下の検証に基づき、かかる事情は認められ

ないと判断した。  
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 （１）調査委員としての専門性、独立・中立性  

 

   ア 各調査委員の不祥事調査等に関する経歴及び業務経験  

 

   （ア）Ａ調査委員長  

 

      Ａ調査委員長による回答書及びヒアリングでの回答によれ

ば、同調査委員長は、弁護士としての一般的な企業等組織コ

ンプライアンス、ガバナンス、事実調査等に関する職業的専

門的知識を有するのみならず、株式会社ファーストリテイリ

ング・社外監査役、Ｙ建設工業株式会社・社外取締役、株式

会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ・社外監査役、ＭＳ＆ＡＤインシュア

ランスグループホールディングス株式会社・社外取締役及び

ダンロップスポーツ株式会社・社外取締役といった多数の社

外役員経験があり、さらに、山一證券責任判定委員会・委員

長及びオリンパス株式会社・監査役等責任調査委員会・委員

長を務めるなど、大型・複雑な企業不祥事案件における調査

委員等としての経歴も有する。  

      また、協会との関係では、平成２４年７月に立ち上げられ

たコンプライアンス委員会の委員長を務めていた。  

 

   （イ）Ｂ調査委員  

 

      Ｂ調査委員による回答書及びヒアリングでの回答によれば、

同委員は、弁護士としての一般的な企業等組織コンプライア

ンス、ガバナンス、事実調査等に関する職業的専門的知識を

有するのみならず、株式会社江間忠ホールディングス・社外

取締役及び古河電池株式会社・社外監査役といった社外役員

の経験があり、かつ、日本相撲協会・ガバナンスの整備に関

する独立委員会及び故意による無気力相撲特別調査委員会の

委員を務めた調査委員としての経歴も有する。調査委員会と

の関係では、日弁連ガイドラインの作成作業にも参画してい

る。  
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      また、協会との関係では、上記コンプライアンス委員会の

委員を務めていた。  

      さらに、Ｂ調査委員は、特に、長年にわたり、日本弁護士

連合会と第二東京弁護士会のそれぞれの民事介入暴力対策委

員会で、委員・幹事を務め、後者では委員長に就任するなど、

民事介入暴力対策分野における知識経験に長け、日本相撲協

会・暴力団等排除対策委員会委員を務めた経歴も有する。  

 

   （ウ）Ｃ調査委員  

 

      Ｃ調査委員による回答書及びヒアリングでの回答によれば、

同委員は、公認会計士としての一般的な企業等組織コンプラ

イアンス、ガバナンス、事実調査に関する職業的専門的知識

を有するのみならず、企業等に対するコンプライアンス指導、

公益社団法人に関する新法施行に伴う公益認定に向けた指導

等の実務経歴に加え、協会の外、日本公認会計士協会、公益

財団法人オイスカ、公益財団法人警察協会、財団法人日本相

撲協会等、多くの法人監事の経歴も有する。  

      また、協会との関係では、公益認定取得のためのコンプラ

イアンス体制整備に尽力し、上記コンプライアンス委員会の

委員も務めていた。  

 

   イ 本第三者委員会の判断  

 

     上記のとおり、本件調査委員会の各調査委員は、いずれも、

それぞれコンプライアンス等の分野について、弁護士・公認会

計士としての職業的専門的知識を有するのみならず、これに関

して事実調査と検証を行うだけの十分な実務経験も備えている

ことが認められ、よって、本件調査委員会は調査に関して十分

な専門性を有していたと認められる。  

     特に、本件が反社会的勢力との接触に絡む不祥事であったこ

とに鑑みれば、Ｂ調査委員の有する民事介入暴力対策に関する

知識と経験は、本件調査委員会の調査の専門性を高めることに

大きく貢献したものと評価できる。  
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     また、各委員の協会からの独立性については、Ａ調査委員長

が協会の顧問弁護士であるところ、一般的には、顧問弁護士は、

企業等と利害関係を有する者として、企業等からの独立性や中

立性が必ずしも高いとはいえないケースも存在する（日弁連ガ

イドラインも、顧問弁護士は利害関係を有するので、第三者委

員会の委員たり得ないとする）。しかしながら、本件では、上

述したＡ調査委員長の社外役員及び調査委員としての豊富な経

験、そして、協会との関係でもコンプライアンス委員長を務め

ていた立場からすれば、顧問弁護士といえども、むしろ協会と

して本件を適法かつ公正に処理するという観点から、執行部以

下に対するコンプライアンス上の牽制機能を担う立場にあるた

め、その独立性・中立性は担保されているものと認められる。  

     Ｂ調査委員及びＣ調査委員についても、いずれも、協会監事

という組織役員ではあるものの、そもそも監事という職位が執

行部に対するガバナンス機構として、組織において一定の中立

性・独立性を有する地位であることに加えて、本件におけるＢ

調査委員の社外役員及び調査委員としての経験、Ｃ調査委員の

法人監事としての経験も加味して考慮すれば、両委員ともに協

会からの独立性・中立性は十分に担保されているといえる。  

 

 （２）Ｙが副会長として第一次調査に不当な影響を与えていないか  

 

    本件において、Ｙの関与した第二事件は、第一次調査終了直後

の同人の自己申告が端緒となったものであるため、同人は、第一

次調査の際は、協会副会長として、本件調査委員会から報告を受

け、理事会で審議する等の立場にあった。このような経緯からす

ると、Ｙが、第二事件発覚阻止ひいては保身等の目的で、第一次

調査について調査を妨害しようとするなど不当な影響を及ぼした

事実の存否について検証する必要がある。  

    しかしながら、本第三者委員会は、以下の検証に基づき、かか

る事実は認められないと判断した。  

 

   ア 本件各調査委員の説明  
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     Ａ調査委員長の回答書及びヒアリングへの回答によれば、Ｙ

は、第一事件に関して平成２５年９月５日に行われた正副会長

とＡ調査委員長との面談に同席し、Ａ調査委員長から、第一事

件の調査の進捗の説明を受けたが、これに対して何らの発言も

行っておらず、また、Ａ調査委員長及びＣ調査委員のヒアリン

グへの回答によれば、Ｙは、同月１０日に開催された臨時理事

会にも出席したが、何ら発言しなかった。  

     また、Ｙ自身も、本第三者委員会のヒアリングにおいて、第

一事件に関し、本件調査委員会に対しても理事会においても意

見を述べたことはないと回答した。  

     そして、上記のとおり、Ｙは同月１８日にＡ調査委員長に対

し第二事件について自己申告している。  

 

   イ 本第三者委員会の認定  

 

     Ａ調査委員長及びＣ調査委員の上記回答は、いずれもＹの回

答とも合致していて客観的な合理性が認められる。  

     また、本第三者委員会が調査したその余の客観的な資料によ

っても、Ｙが第一事件に影響を与えたと認める事情は存在しな

い。  

     したがって、本第三者委員会は、Ｙが、副会長として、第一

事件の調査に不当な影響を与えた事実は認められないと判断す

る。  

 

 （３）その他（脅迫、保身、組織防衛等）  

 

    本件において、第一事件発覚後速やかにこのことが協会事務局

から当時の協会会長及びコンプライアンス委員長たるＡ顧問弁護

士に報告され、第二事件についてもＹ本人からＡ顧問弁護士に自

己申告されたという本件発覚の端緒に係る各客観的経緯、各調査

委員からの回答書及びヒアリングでの回答によれば、本件調査委

員会発足後も協会の協力が得られ、円滑な調査が遂行されている

こと、また、本第三者委員会による懲罰諮問委員会の審議の録音

物の聴取によっても、自由な議論と審議を妨げる要素が見当たら
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ないこと等に鑑みれば、本件調査において、その円滑な遂行を妨

げるような関係者による脅迫の影響、保身目的、あるいは組織防

衛の観点からの調査差控えや事実認定の歪曲等がなされたとの事

情は認められない。  

 

 ３ 検証項目③：「調査委員会の調査過程は公正かつ相当であったか」

について 

 

 （１）結論  

 

    本件調査委員会の調査過程は、全体として、公正かつ相当であ

ったと認められる。  

    なお、①第二次調査中間報告前に「にぎり」の認定に関して行

われた調査及び②第二次調査中間報告後、最終報告前に、「にぎ

り」の認定に関して行われた調査は、万全を尽くしたとは言えな

い面がある。ただし、本第三者委員会が追加で調査を行っても、

「にぎり」が行われたと認定すべき根拠となる証拠は得られなか

ったため、本第三者委員会の結論も、本件調査委員会の最終的な

事実認定と同様となった。したがって、本件調査委員会が上記①

及び②について万全な調査を行わなかった点は、本件調査委員会

による最終的な事実認定に大きな影響を与えるものではなく、そ

の調査の公正性・相当性を失わせるとまでの評価はできないと考

えられる。  

 

 （２）検討内容  

 

   ア 本件調査委員会が行った調査の内容  

 

     本件調査委員会が行った調査の内容・経緯は以下のとおりで

ある。  

 

   （ア）第一次調査  

 

H25.8.21       時事通信社記者から協会に、Ｘと暴力団関係者に

ついて確認取材。事務局から会長及びＡ顧問弁護
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士/コンプライアンス委員長に連絡。  

H25.8.22 Ａ顧問弁護士 /コンプライアンス委員長、Ｃ監

事、Ｂ監事が調査をする方針を決定。  

H25.8.25 本件調査委員会によるＸヒアリング①  

H25.8.30 協会による公益認定等委員会への報告①  

H25.9.2  本件調査委員会によるＸヒアリング②  

H25.9.3  協会による公益認定等委員会への報告②  

H25.9.5  Ａ調査委員長から協会（会長・副会長４名）への

経過報告  

H25.9.7  本件調査委員会が玉名カントリークラブにてＸヒ

アリング③、支配人ヒアリング  

H25.9.7  協会から時事通信にコメント  

H25.9.9  協会から公益認定等委員会への報告③  

H25.9.10 協会が臨時理事会開催し、懲罰諮問委員会開催を

決定  

H25.9.10 協会から公益認定等委員会への報告④  

公益認定等委員会から平成２５年１０月１０日ま

での報告書提出要求受領  

協会から文部科学省への報告①  

H25.9.12 懲罰諮問委員会開催  

H25.9.17 本件調査委員会による第一次調査報告書作成・提

出  

懲罰諮問委員会から協会に答申書提出  

H25.9.17 協会が理事会で懲罰決定（Ｘ８か月間会員資格停

止）  

 

   （イ）第二次調査・第二次調査中間報告書提出まで  

 

H25.9.18       Ａ顧問弁護士 /コンプライアンス委員長、Ｙから

自己申告受付  

H25.9.20 Ａ顧問弁護士 /コンプライアンス委員長、Ｙヒア

リング①  

H25.9.25 協会会長から正式にＡコンプライアンス委員

長、Ｃ監事、Ｂ監事に本件調査委員会として調

査を依頼  

H25.9.30 本件調査委員会によるＹヒアリング②  

Ｙ自筆陳述書受領  

H25.9.30 時事通信から協会に質問状  

H25.9.30 本件調査委員会によるＸへの追加ヒアリング依

頼（面談は拒否され、書面又は電話であれば可

能との回答）  
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H25.10.1 協会から公益認定等委員会への報告⑤  

H25.10.1 本件調査委員会からＸに照会書送付  

H25.10.2 協会から文部科学省への報告②  

H25.10.2 熊本日日新聞でＸ・Ｙについての報道  

協会からプレスリリース  

H25.10.3 本件調査委員会によるＸヒアリング③（電話）  

H25.10.5 協会が臨時理事会開催、記者会見  

H25.10.7 本件調査委員会によるＸヒアリング④（電話）  

Ｘ陳述書受領  

H25.10.7 協会・Ａ調査委員長、警視庁訪問。謝罪、再発

防止協力依頼  

H25.10.8 本件調査委員会によるＹヒアリング③  

Ｙ陳述書受領  

H25.10.8 本件調査委員会による競技委員、協会職員ヒア

リング（電話）  

H25.10.9 本件調査委員会によるＸヒアリング⑤（電話）  

H25.10.10 本件調査委員会による第二次調査中間報告書作

成・提出  

 

   （ウ）第二次調査・第二次調査中間報告書後、同最終報告書提出

まで  

 

H25.10.10 協会から公益認定等委員会への報告⑥（報告

書）  

H25.10.15 本件調査委員会による競技委員２名ヒアリング

（電話）  

H25.10.16 本件調査委員会によるＸ代理人・Ｙ代理人への

照会書送付  

H25.10.17 協会から公益認定等委員会への追加資料送付  

H25.10.18 本件調査委員会による会員、協会職員からのヒ

アリング（電話。協会職員は２回目）  

H25.10.19 本件調査委員会、Ｘ代理人から回答書受領  

H25.10.21 公益認定等委員会から１１月１３日までの報告

書提出要求受領  

H25.10.23 本件調査委員会、Ｙ代理人から回答書受領  

H25.10.24 懲罰諮問委員会開催、協会に答申書提出  

H25.10.24 本件調査委員会による最終報告書作成・提出  
 

H25.10.28 協会が理事会で懲罰決定（Ｙ・Ｘとも退会処

分）  
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   イ 本第三者委員会の評価の視点  

 

     そもそも、いわゆる企業不祥事の場面における調査の手法や

調査について要求される水準や内容等を定める法令は存在しな

い。したがって、調査委員会としては、依頼企業・組織との間

の委任ないし準委任契約に基づく善管注意義務等に規律され、

誠実に調査業務を遂行する義務を負っている。  

     かかる調査委員会の実務について具体的に文章化したものと

して大いに参考になるが前述の日弁連ガイドラインである。日

弁連ガイドラインは、株主、投資家、消費者等のすべてのステ

ークホルダーやこれらを代弁するメディア、ステークホルダー

に代わって企業等を監督・監視する立場にある行政官庁や自主

規制機関からの高まる要請も踏まえて、企業等から独立した委

員のみにより徹底した調査を行って、対外公表することで、最

終的には企業等の信頼と持続可能性の回復を使命とする第三者

委員会について、ベスト・プラクティスを整理している。  

     そして、この日弁連ガイドラインも、完全に独立した第三者

のみによる第三者委員会以外の社内調査委員会や、独立の第三

者委員に社内委員（社外役員等）が加わる混成タイプの委員会

を否定するものではないと考えられるところ、純粋な第三者委

員会以外の性格の調査委員会による適正な調査業務遂行を検討

する際には、日弁連ガイドラインの内容について、当該事案の

内容や具体的状況に応じて適宜修正・アレンジを加えて考慮す

べきと考えられる [ 1 ]。  

     このような観点から、本第三者委員会としては、本件調査委

員会の調査過程の適正を検討するに当たっては、日弁連ガイド

ラインを基本的に意識しつつも、同ガイドラインに準拠する第

三者委員会のみならず、社外・社内調査委員の混成調査委員会

や社内調査委員会において、一般的にどのような調査を行うこ

とが想定し得るかも含めて検討しながら、本件調査委員会の調

査過程を検証する。  

                                                           
1
 「シンポジウム企業等不祥事：第三者委員会の現状と今後の展望」NB L 9 7 8 号 8 4 頁

等参照。  
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     この点、企業等の不祥事調査は、調査開始段階、調査遂行段

階、そして調査終結段階の３段階に区分して考えることができ

るところ、上記のような観点から調査の適正を検証するにあた

ってそれぞれの段階において検討すべき主要な項目は、以下の

ような事項であると考える。  

 

【調査開始段階】  

  ①調査の目的及び範囲の設定  

    ａ  組織の経営層やガバナンス機構（取締役会、監査役

会、社外役員等）との間で、十分な理解の合致と授権・

受任関係があったか。  

    ｂ 調査の目的と、当該目的を達成するのに必要十分な調

査範囲（調査対象項目）を適切に設定しているか。   

  ②委員としての適格性  

    ａ 構成委員の人数は十分か（日弁連ガイドラインは３名

以上を原則とする。）。  

    ｂ 企業等のステークホルダーのために、中立・公正で客

観的な調査を行うことが期待できる立場の委員によって

構成されているか。企業、特に、調査対象者や現経営

陣・執行部らとの間に、徹底した調査を躊躇するような

特別な利害関係等が存在しないか。  

    ｃ 当該事案に関連する法令等に関する素養があり、内部

統制、コンプライアンス、ガバナンス等、企業等組織論

に精通しているなど、企業等の不祥事調査に関する専門

性を有しているか。  

    ｄ 調査担当委員が、事情聴取能力、証拠評価能力、事実

認定能力等の基本能力を備えているか。  

  ③調査期間の設定  

    ａ 調査の目的及び範囲に照らし、適切な期間を設定して

いるか。  
 

【調査遂行段階】  

  ④対象資料  

    ａ 調査に必要な資料を適切に確保しているか。  

    ｂ 資料をヒアリングの準備に活用しているか。  

  ⑤ヒアリング  

    ａ 調査に必要な人物から十分に事情を確認しているか。  

    ｂ ヒアリングについて適切な記録を残しているか。  
 

【調査終結段階】    

  ⑥調査終結の判断  
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    ａ 不十分な調査のまま終結していないか。  

  ⑦事実認定のあり方  

    ａ 証拠に基づき、経験則に基づく合理的な認定がなされ

ているか。  

    ｂ 組織防衛や現経営陣・執行部の保身等、不当な考慮が

影響していないか。  

  ⑧報告書の作成・公表等  

    ａ 調査結果について、組織や現経営陣・執行部に有利・

不利を問わず、十分な記載がされているか。  

    ｂ 調査の目的に照らし、調査結果について適切な情報開

示の取扱いがなされているか（公表、当局への報告を含

む）。  
 

 

   ウ 本第三者委員会による検討・評価  

 

   【調査開始段階】  

 

    ① 調査の目的及び範囲の設定  

 

     ａ 組織の経営層やガバナンス機構（取締役会、監査役会、

社外役員等）との間で、十分な理解の合致と授権・受任関

係があったか  

        

       調査委員会は、第三者委員会であれ、社内・外混成委員

会であれ、社内調査委員会であれ、いずれも法令等に根拠

を有する強制力ある調査を行うことができる存在ではない。

したがって、重要なのは、当該企業等組織との間での十分

なコミュニケーションと相互理解に基づいて、適切な調査

権限を付与されることである。  

       この点、本件調査委員会は、協会顧問弁護士であると同

時にコンプライアンス委員長を務めるＡ弁護士、監事であ

ると同時に同じくコンプライアンス委員に選任されたＣ公

認会計士及びＢ弁護士から構成される。しかも、同委員３

名は、調査開始時点で、協会のＥ会長から、本件調査につ

いて依頼を受けている。この時点では、迅速な調査・対応

の必要性に鑑み、協会において理事会決議等の意思決定手



- 27 - 
 

続はとられていないし、また、本件調査委員会と協会との

間で、正式な調査に関する委任契約書その他の合意文書等

は取り交わされていないものの、組織のトップとして業務

執行につき代表権を有する会長が、上記の各役職に就いて

いて、公正かつ相当な調査が期待できる３名に対し、本件

調査委員会の調査委員として本件調査の遂行を依頼してい

ることから、組織と本件調査委員会との間には、十分なや

りとり・確認と授権・受任関係が存在するものと認められ

る。  

 

     ｂ 調査の目的と、当該目的を達成するのに必要十分な調査

範囲（調査対象項目）を適切に設定しているか  

 

       本件調査委員会は、第一次調査においては、Ｘによる甲

ら暴力団員との交際の事実を中心として、関連事実を調査

した。本件調査は、当時協会の理事であったＸについて、

協会の会員倫理規程第７条（「会員は、暴力団又は暴力的

あるいは詐欺的行為その他違法不当な行為を組織的、常習

的に行うおそれある者と提携・協力して事業をし、あるい

は、これらの者の利益のために名前や写真を利用させ、あ

るいは、これらの者と親密な協力関係にあるかのような印

象を国民に与える行動をしてはならない。」とする規定）

に違反する事実があるか、その他これに関連する事実があ

るかを調査範囲として進められた。  

       本件調査の端緒がマスメディアの取材であったこと、協

会の公益社団法人としての公益性に照らし、本件調査委員

会としての本件調査の目的は、上記の事項について早急に

調査を行い、監督官庁である公益認定等委員会に適宜経緯

等を報告しつつ、その示唆や指示に従うとともに、マスメ

ディアに対しても適切に応対していくことを目指すもので

あったことが認められる。かかる目的や調査範囲は、組織

内でのうやむやな調査や隠ぺいをもくろむ調査とは異なり、

適正なものであったと認めることができる。しかも、本件

調査委員会は、時事通信社から取材申込みを受けた内容
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（ゴルフのレッスン及びゴルフ場予約の代行）のみにこだ

わることなく、取材で指摘されていなかったゴルフプレー

を共にして謝礼を受領した事実についても主体的に調査対

象としている経緯も存在する。  

       なお、協会として、この第一次調査の時点で、反社会的

勢力との交際という問題についてあらゆる膿を出しきると

いう観点から、Ｘのみならず他の理事者や協会員全体につ

いても、より網羅的、全体的な調査を行うということも、

理論的には想定し得たかもしれない。特に、結果論として

言えば、Ｘについての懲戒処分を決定した直後に協会の現

役副会長であったＹから暴力団との交際についての自己申

告がなされ、その後の第二次調査が必要となった点に鑑み

ると、第一次調査の時点での調査目的や範囲の設定が狭す

ぎたのではないかという指摘もなされるかもしれない。し

かしながら、調査における時間や作業能力等の制約、費用

支出には合理的な根拠が必要なこと等からすると、まずは、

一定の具体的疑問等が存在する事項から重点的に調査を行

い、その調査の中で、他に関連する事情が存在しないかと

いう観点も踏まえていくのが合理的な調査範囲の設定・遂

行方法であると考えられる。  

       この点、本件調査においては、第一次調査報告書で、会

員倫理規程違反の事実を認定する以外に、重要事実として、

「他の会員の中にも暴力団関係者との交際を継続している

者があり得るという懸念を払拭できるか疑問が残らざるを

得ない」との指摘をし、さらに再発防止策の提言として、

警察や暴力団対策センター等との連携等のほかに、理事者

に対する誓約書提出要求、会員に対するアンケートの実施、

コンプライアンス委員会活性化及び内部通報制度採用を指

摘するなど、単にＸの会員倫理規程違反の有無の調査にと

どまらない観点からの調査・検討をしていることが看取さ

れる。  

       よって、本件調査委員会による第一次調査の目的及び範

囲設定については、公正かつ相当なものであったと考える。  
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       また、第二次調査については、基本的に、Ｙの自己申告

にかかるＹ及びＸについての第二事件の調査を主たる調査

対象範囲として調査を進めているが、平成２５年９月１０

日に公益認定等委員会から、事実関係の全体像等について

の報告を求められるなどしていること等から、上記に厳密

に限定することはせず、Ｙ・Ｘ以外にも協会事務局員や競

技委員や若手会員等についての事実関係を調査するなどし

ている。したがって、本件調査委員会による第二次調査は、

協会としての公益性や第一次調査後、現役副会長による第

二事件申告があったという経緯等を踏まえ、暴力団等との

交友関係という本件について広く問題点を把握し、再発防

止策を策定していくという協会としての自浄作用発揮の観

点で、適正な目的及び範囲設定によって遂行されたものと

認められる。  

 

    ② 委員としての適格性  

 

     ａ 構成委員の人数は十分か。  

 

       本件調査委員会は３名の調査委員によって構成されてお

り、日弁連ガイドラインが原則とする３名以上という人数

に合致している。また、事務作業等については、協会の根

本事務局次長が適宜調査委員会を補佐しており、構成人数

の点で特に問題は認められない。  

 

     ｂ 企業等のステークホルダーのために、中立・公正で客観

的な調査を行うことが期待できる立場の委員によって構成

されているか。企業、特に、調査対象者や現経営陣・執行

部らとの間に、徹底した調査を躊躇するような特別な利害

関係等が存在しないか。  

 

       検証項目①及び②について記載したとおり、本件調査委

員３名は、中立・公正で客観的な調査を行うことが期待で

きる立場の委員であり、調査対象者であるＸ及びＹ、そし
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て協会、現執行部との間に、徹底した調査を躊躇するよう

な特別な利害関係等も認められない。  

 

     ｃ 当該事案に関連する法令等に関する素養があり、内部統

制、コンプライアンス、ガバナンス等、企業等組織論に精

通しているなど、企業等の不祥事調査に関する専門性を有

しているか。  

 

       検証項目②について本報告書第３の２（１）で論じたと

おり、本件調査委員会の委員３名は、いずれも、本件のよ

うな不祥事等の調査実務や、企業の外部役員等の経験を多

数積んでおり、十分な専門性を有していると認められる。  

 

     ｄ 調査担当委員は、事情聴取能力、証拠評価能力、事実認

定能力等の基本能力を備えているか。  

 

       本件調査委員は３名とも、上記のとおり、調査委員会、

社外役員等として多くの経験・専門性を有しており、かか

る能力を十分備えていることは言うまでもない。  

 

    ③ 調査期間の設定  

 

     ａ 調査の目的及び範囲に照らし、適切な期間を設定してい

るか。  

 

       本件調査委員会は、当初第一次調査を開始した平成２５

年８月下旬の時点で、同年９月１７日の定例理事会でのＸ

の処分を決定することを想定し、それまでに調査を終了す

ることをもって調査期間と設定している事情が認められる。  

       これは、調査対象事実や関連資料等に照らし、合理的な

調査期間設定と認められる。  

       そして、第二次調査については、端緒となったＹの自己

申告を受けたのが同年９月１８日であった。本件調査委員

会としては、当初は当該自己申告には内部通報の側面もあ
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るため、慎重な調査が必要として、同年１０月２８日の定

例理事会に調査結果を報告した後に、懲罰諮問委員会を開

催して処分を決定するというスケジュールを想定していた

が、同年１０月２日のマスメディアによる報道を受けて、

これを繰り上げ、同月２８日の定例理事会で処分を決定で

きるようにそれより前に調査を終了することを予定するに

至った経緯が認められる。  

       本第三者委員会としては、本件調査委員会が第二次調査

の調査期間を約１か月強と設定したことは、必ずしも不相

当とはいえないと判断する。  

       この点、仮に本件調査委員会がこの約１か月強の間で、

全協会員についての暴力団等反社会的勢力との交友関係の

事実関係を調査し、処分の前提となる事実認定を行い、再

発防止策を提言することまで調査の範囲としたのであれば、

かかる調査期間設定が明らかに短いことは言うまでもない。  

       しかしながら、本件第二次調査はあくまでもＹの自己申

告に端を発した第二事件及びそれに関連する事実関係を対

象とするものであるので、約１か月強という期間設定は決

して短きに失するものではない。しかも、第二次調査最終

報告書を見れば分かるとおり、本件調査委員会は、「第５ 

再発防止策など」として、「ＰＧＡ内部には同様の不祥事

が今後も発生する危険性なしとしない。よって、更なる防

止策などの強化改善が迫られていると言うべきであるから、

この点については、追って報告に及ぶ」等と指摘している。

そして、実際、翌１１月下旬には、協会が「『暴排徹底宣

言』の具体的実施について」と題する施策を打ち出した中

で、Ａ調査委員長が「特別聴き取り調査委員会」の委員長

に就任するとともに、会員倫理規程違反の自己申告を推奨

し、申告先及び内部通報の通報先としてＡ調査委員長の携

帯電話及び電子メールも設定するなどして、本件第一次及

び第二次調査で指摘した事項に基づく追加調査とも言える

作業を継続しているのであり、翻ってみるに、本件第二次

調査の調査期間が短きに失したということはないと考えら

れる。  
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   【調査遂行段階】  

  

    ④ 対象資料  

 

     ａ 調査に必要な資料を適切に確保しているか。  

     ｂ 資料をヒアリングの準備に活用しているか。  

 

       本件調査委員会による調査においては、第一事件、第二

事件を通じ、確認が必要と考えられる客観的資料（書証）

の入手可能性に限界があり、特に暴力団関係者らとの交友

に関しては、主としてＸ・Ｙ本人や関係者らの供述に基づ

いて事実認定をせざるを得ないという制約がある。    

       本件調査委員会は、かかる制約の中でも、第一次調査で

は、第一事件の現場である玉名カントリークラブから、平

成２５年６月１９日当日の来場者予約一覧表や予約システ

ムデータを取り寄せて、Ｘへのヒアリングに活用しており

（実際、Ｘは、同年８月２５日にＡ調査委員長が最初のヒ

アリングを実施した際は、暴力団との交友の事実関係を一

切否定していたが、予約一覧表等に基づく本件調査委員会

の第２回ヒアリング（同年９月２日）では、一転、事実関

係を認めるに至っている。）、必要な資料を取得・活用し

ている状況が認められる。  

       なお、本件調査委員会は、Ｘ・Ｙのいずれについても、

コンピュータや携帯電話、スマートフォン、電子メールア

カウント等のデジタル・データは確認をしていないし、ま

た、両人の銀行口座における資金の動き等の確認までは行

っていないが、本第三者委員会としては、かかる調査を行

わなかった点は調査として不十分とは言えないと評価する。

というのも、本件は協会に損害を加えるような犯罪行為に

ついて調査するものではない上、そもそも一般的に、かか

る調査手法は、協会の会員や役員等、業務上の行動につい

ての調査を超えて、完全な私人としてのプライベートな領

域への侵害となり得る調査である点で、かような情報を要



- 33 - 
 

求すること自体が不適切となることもあり得るので、極め

て慎重な考慮を要するためである。もちろん、業務上企業

等が貸与するコンピュータや携帯電話、メールアドレス等

であれば、事前に、不祥事の際にはこれらについて強制的

に調査を行う旨の規程を設けておけば、プライバシー侵害

等の問題なくかかる調査を行うことも可能と思われるが、

本件ではそのような状況にもない。銀行口座については、

なお一層プライバシーの性格が強いため、同意の下にその

写しの提出を要求すること自体についてより慎重な考慮が

必要となる。  

 

    ⑤ ヒアリング  

 

     ａ 調査に必要な人物から十分に事情を確認しているか。  

 

       本件調査委員会が行ったヒアリング（電話聴取及び書面

照会を含む。）の対象者や回数は、本報告書第３の３（２）

ア（ア）記載の本件調査の経緯・内容記載のとおりである。  

       これに照らせば、必要と考えられる人物へのヒアリング

は特段不足するものとは思われない（ただし、「にぎり」

の認定に関する追加調査の必要性については、後述「４ 

検証項目④」記載のとおりである）。  

 

     ｂ ヒアリングについて適切な記録を残しているか。  

 

       本件調査委員会は、大半のヒアリングについて録音の上、

詳細な面談メモを作成しており、その過程に特に問題は認

められない。  

 

   【調査終結段階】    

 

    ⑥ 調査終結の判断  

 

     ａ 不十分な調査のまま終結していないか。  
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       日弁連ガイドラインは、調査の過程によっては、当初設

定した調査期間内に調査を終了することが困難となること

もあるが、そのような場合に当初設定した調査期間に固執

して、不十分な調査のまま調査を終了すべきではないと指

摘する（脚注７）。  

       この点、本件調査委員会は、前述③のとおり、第一次調

査の後、必要となった第二次調査を行い、さらに第二次調

査の後も、事実上の追加・拡大調査を、Ａ調査委員長が率

先して行っているのであり、上記のような問題は認められ

ない。  

       なお、この点に関して問題となり得るのは、いわゆる

「にぎり」に関する事実認定について、調査不十分のまま

調査を終結したのではないかという論点である。これにつ

いては、後に「４ 検証項目④」及び「５ 検証項目⑤」

で詳述するとおりである。  

 

    ⑦ 事実認定のあり方  

 

     ａ 証拠に基づき、経験則に基づく合理的な認定がなされて

いるか。  

 

       後に「４ 検証項目④」及び「５ 検証項目⑤」で詳述

するとおりである。  

 

     ｂ 組織防衛や現経営陣・執行部の保身等、不当な考慮が影

響していないか。  

 

       本件調査委員３名とも、協会、会長を始めとする現執行

部、そして調査対象者であるＹ及びＸとの間に、彼らの利

益や保身に配慮する必要性も理由も一切認められない。む

しろ、前述「２ 検証項目②」記載の経歴等に照らし、独

立的・中立的な立場にあると認められる。  
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       実際、前述のとおり、協会や現執行部、Ｙ及びＸから、

保身や利益保護のための何らの働きかけ等もなされていな

いし、本件調査委員会においてかかる考慮が働いたと認め

られる事情も一切認められない。Ａ調査委員長は協会の顧

問弁護士であるが、同時にコンプライアンス委員長でもあ

り、その発言の中にも、「あいまいな話では、マスコミに

ＰＧＡ自体が徹底的に叩かれるので、そういうことにした

くない」（９月２日Ｘヒアリング）等、協会として公正・

適切な対応をしなければ、協会自体が社会からの信頼を失

う（公益認定等委員会との間でも問題になる）という意識

をもって厳正な調査に当たっていたことが窺える。  

 

    ⑧ 報告書の作成・公表等  

 

     ａ 調査結果について、組織や現経営陣・執行部に有利・不

利を問わず、十分な記載がされているか。  

 

       日弁連ガイドラインは、「調査により判明した事実とそ

の評価を、企業等の現在の経営陣に不利となる場合であっ

ても、調査報告書に記載する」ことをもって、第三者委員

会の独立性、中立性の指針としている（同第２部第２．

２．）。この点、本件調査における第一次調査報告書は、

協会役員の会員倫理違反の事実を明確に認定しているし、

さらに、前述のとおり、重要事実として、「他の会員の中

にも暴力団関係者との交際を継続している者があり得ると

いう懸念を払拭できるか疑問が残らざるを得ない」との指

摘までしている。また、第二次調査においては、中間報告

書・最終報告書を通じて、Ｙの認識について、「甲が暴力

団関係者であるとの認識がなかったとする弁解は、上記認

定事実を全体的に考察すれば、著しく疑念が残ると言わざ

るを得ない」と評価している。  

       一方、金銭授受に関しては、一貫して授受があったこと

自体は認定しているが、第二次調査中間報告書では暫定的

とはいえ「にぎり」「賭けゴルフ」と認定していたのに第
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二次調査最終報告書では「にぎり」に関する記述を削除し、

これを「レッスン料又は謝礼と評価できる」と評価を変更

している。この認定ないし評価の変更については、後に詳

述しているとおり（４０頁「カ 本件に特有の論点③」、

５２頁⑦参照）、懲罰諮問委員会での本件調査委員以外の

懲罰諮問委員からの発言等が根拠となっている。この発言

は、「にぎり」をする以上、賭け方のルールや金額、ハン

ディ等についてのより詳細な合意が存在しなければならな

いはずなのにそれがないといった事実認定上の問題であり、

例えば、「にぎり」と認定すると処分が重くなって問題と

なる、あるいは、賭けゴルフと認定すると犯罪成立等の問

題になる可能性があるといった議論がなされたわけではな

い（本第三者委員会において、平成２５年１０月２４日の

当該懲罰諮問委員会の録音内容を確認している）。したが

って、協会や現執行部にとって不利な事情であるとして報

告書に記載しなかった等の事情は認められない。  

       ただし、同月２４日（木）の懲罰諮問委員会から同月２

８日（月）の理事会まで十分な時間がない中で、第二次調

査最終報告書を作成したためか、同報告書においては、

「にぎり」行為の記述を削除する理由について「その後の

調査結果に基づき」とのみ記載している点で、報告書にお

ける説明としては十分ではなかったと認められる。  

 

     ｂ 調査の目的に照らし、調査結果について適切な情報開示

の取扱いがなされているか（公表、当局への報告を含む）。  

 

       日弁連ガイドラインは、ステークホルダーへの説明責任

を果たすことの重要性という観点から、公表について、第

三者委員会の設置に当たって調査スコープや調査結果開示

時期を開示すること、第三者委員会の調査報告書を、原則

として、遅滞なく、不祥事に関係するステークホルダーに

開示すること、調査報告書の全部又は一部を開示しない場

合には、企業等はその理由を開示すること等を定めている

（第２部第１．２．）。  
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       この点、本件調査委員会については、第一次調査開始時

も第二次調査開始時も、それについて公表されていない。

しかし、協会は、本件調査委員会の報告内容に基づき、再

三にわたり公益認定等委員会に経緯や調査状況を報告して

いるし、本件調査委員会としても調査結果がすべて公益認

定等委員会に報告されることを前提に調査を行っている。

公益社団法人である協会にとって、ステークホルダーを代

表する当局への報告は、説明責任を果たす最も直截な方法

であったと評価できる。また、時事通信社からの取材にも

対応しており、ウェブサイト等でただちに公表しなかった

からといって、これをもって、不適切であったとは評価す

べきではないと考えられる。特に、本件は暴力団幹部との

交友をめぐる案件であることから、関係者の心理を慮れば、

元々、公表には慎重に当たる必要のある事案でもあった。  

 

   エ 本件に特有の論点①：第一次調査において、結果として、Ｘ

の供述を引き出せなかったことが判明したが、調査過程に不十

分ないし不適切な箇所があったか  

 

     本件においては、第一次調査においては、結果として、第二

事件にかかる供述は引き出せていない。  

     しかしながら、上記③ないし⑤において検証したとおり、本

件調査委員会は第一次調査において、ヒアリングが可能な人物

からのヒアリングを行い、現場にも出向き、予約表等必要な資

料を入手してこれをヒアリングに活用するなど、可能な調査手

法をひととおり行っていると認められる。本件調査委員会が確

認した証言や資料以外には、ＸやＹが自主的に申告しない限り、

第二事件についての事実関係調査の必要性を窺わせる事情は認

められない。  

     したがって、本第三者委員会としては、本件調査委員会は第

一次調査において行うべき調査は行っていたものと思料する。  

     しかも、本件調査委員会は、第一次調査終了後にＹから自己

申告を受けた際、これを調査終了後として取り上げないのでは

なく、むしろ第二次調査を開始し、この中で、Ｘについても事
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実関係を追加調査している。これは、調査過程として、むしろ

合理的かつ適切であると評価される。  

 

   オ 本件に特有の論点②：当初から、又は第二次調査を開始する

段階で、第三者委員会を組織すべきであったか  

 

   （ア）問題の所在  

 

      本件については、協会が公益社団法人であること、反社会

的勢力との交友という重大な問題が内容となっていること、

しかも協会の副会長と理事についての問題であること、マス

メディアからも注目されていること等の観点からは、日弁連

ガイドラインに準拠するいわゆる第三者委員会を構成して、

本件調査に当たるべきだったのではないかという指摘が考え

られる。  

      この点については、第三者委員会を、Ｘの第一次調査開始

時に組織すべきだったのではないか、また、Ｙからの自己申

告を受けた第二次調査開始時に組織すべきだったのではない

かという２つの時点について区別して検討する。  

 

   （イ）第一次調査開始時に、第三者委員会を組織しなかった点に

ついて  

 

      本第三者委員会としては、第一次調査開始時に第三者委員

会によらず、本件調査委員会という内部調査委員会によって

調査を行ったことは適切であり、合理的な判断であったと評

価する。  

      理由としては、前述したとおり、（１）内部とはいっても、

コンプライアンス委員長である弁護士、監事兼コンプライア

ンス委員である弁護士及び監事兼コンプライアンス委員であ

る公認会計士という組織の執行部に対するガバナンスや牽制、

法令等遵守の観点での取組みを推進する職業専門家による調

査委員会が構成可能であったこと、（２）Ａ調査委員長及び

Ｂ調査委員は大型企業不祥事案件の経験が豊富であったこと、
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（３）Ｂ調査委員は日弁連ガイドラインの策定にも関与する

と同時に、反社会的勢力対応の専門家であり、協会において

も正にその役割を期待され、遂行していたこと、（４）Ｃ調

査委員は協会の公益認定手続で尽力するなど、公益的な観点

からの中立・公正な調査が期待できること、（５）第三者調

査委員会でも内部調査委員会でも、調査に強制力がないこと

に変わりはなく、上記のとおり充実した調査委員による内部

調査委員会の構成が可能であるのに、第三者委員会形式とす

るメリットに乏しいこと、（６）協会と利害関係のない弁護

士等の第三者委員に委託しようとすると、その選任自体に時

間を要するのが一般であり、しかも本件調査委員３名と同様

かそれ以上の専門性を有する第三者委員を選任することには

相当の時間を要することが予想されること、（７）調査自体

も、第三者委員会の場合、当該組織に対する基本的知識がな

いためにかなりの時間を要することになること、（８）本件

調査委員らも述べるとおり、早急な調査が必須な状況であっ

たこと（時間的遅れは協会における混乱等に通じ、本件につ

いて順序立った対応が困難になると考えられた点）、（９）

それまで組織外部と何らの関連も有していなかった第三者が

調査を行う場合、ヒアリング等において対象者に警戒心を惹

起し、真実の供述や協力を引き出せずに調査の実効性が下が

ることも一般的にはまま想定され、関係者の供述が重要な本

件でもこの懸念は重要であること等を指摘することができる。  

      実際、顧問弁護士及びコンプライアンス委員長として信頼

を得られていたＡ調査委員長をはじめとする調査委員３名が

第一次調査を率先して適正に行っていたからこそ、それに対

する一定の信頼を前提として、Ｙからの自己申告を引き出し

て、第二次調査等へと継続させることができた面があると評

価することが可能でないかと考える。  

 

   （ウ）第二次調査開始時に、第三者委員会を組織しなかった点に

ついて  
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      第一事件に関するＸへの処分の終了後、平成２５年９月１

８日に、Ｙの自己申告により同人及びＸに関する第二事件に

ついて第二次調査を開始した際には、これにより第一事件に

おいてＸが不祥事に関する全てを申告していなかったことが

判明したこと及び現役副会長が調査対象者であるという事案

の重大性等に鑑み、この時点以降の調査について、一般的に、

内部調査委員会よりも専門性と独立性が高いといわれる第三

者委員会方式によるとの判断をすべきであったとする指摘も

あり得るところである。  

      しかしながら、本第三者委員会としては、この点について

も、第三者委員会を組織せずに本件調査委員会が調査を継続

したことは適切であり、合理的な判断であったと思料する。  

      その理由は、（１）上述したとおり本件調査委員会の調査

委員３名の専門性や経験等に鑑みると、内部調査委員会とは

いっても、第三者委員会と同等かそれ以上の質とスピードで

の調査が期待できたこと、（２）この時点で第三者委員会に

切り替えても、重複した調査がなされるなど非効率や混乱が

あり得る一方、第三者委員会も強制力を持たない点では内部

調査委員会と変わらず、第三者委員会に切り替える特別の意

味を見い出せないこと、（３）Ｙからの自己申告が得られた

ことは、第一次調査が機能していなかったことを意味するの

ではなく、むしろ内部調査委員会であったために、その信頼

関係に基づき申告を引き出すことができた面があると評価で

きること等である。  

 

   カ 本件に特有の論点③：本件調査委員会の委員３名が懲罰諮問

委員会の委員を兼任したことに問題はなかったか  

 

     協会の懲罰手続規則第４条は、懲罰諮問委員会の構成につい

て、委員長１名は協会の顧問弁護士とし、副委員長（２名以内）

は監事、委員（３名以内。ただし、懲戒対象会員が複数の場合

は３名を超えることができる。）は、東・西日本地区代議員各

１名、懲戒対象会員の在籍地区の代議員１名とする旨定めてい

る。この規定に基づき、本件調査委員会のＡ調査委員長は懲罰
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諮問委員会の委員長を兼ね、Ｃ調査委員及びＢ調査委員は懲罰

諮問委員会の委員を兼ね、実際、平成２５年９月１２日及び１

０月２４日に開催された懲罰諮問委員会にはいずれも出席した。

この点は、本件調査委員会の調査過程の公正・相当性の検証に

関して、処分を事実上決定する立場の者が調査を担当すること

によって、「想定した（望ましい）処分に向けた、結論先にあ

りきの調査や事実認定となっていないか」という指摘がありう

るところであるので、この点について検討を加える。  

     具体的には、第二次調査における「にぎり」行為の認定に関

し、同年１０月２４日の懲罰諮問委員会を開催した時点までは

本件調査委員会として、第二次調査中間報告書記載のとおり、

「にぎり」行為があったとの評価をしていたにもかかわらず、

同懲罰諮問委員会でのやりとりを根拠として、同日付け第二次

調査最終報告書では「にぎり」行為は認定できないと評価が変

更されている。このような経緯は、本件調査委員会としての調

査及び認定事実に基づいて、懲罰諮問委員会を開始し、議論・

検討を行った上で、協会に答申を行うという流れとは異なると

評価される。  

     この点、本第三者委員会において同懲罰諮問委員会の録音記

録を確認し、また、本件調査委員３名及び懲罰諮問委員として

出席したＤ委員（以下「Ｄ懲罰諮問委員」という。）へのヒア

リングを実施したところによれば、実態としては、本件調査委

員会が、懲罰諮問委員会での、本件調査委員会の委員を兼務す

る３名以外の懲罰諮問委員からの発言や議論も、調査の一環と

して考慮・検討していた経緯を認めることができる。この点に

ついては、事実調査と懲罰諮問の手続が峻別されていなかった

という側面は否定できないものの、他方で、本件に関連するあ

らゆる事実関係を調査対象とすることによって、可能な限り公

正で妥当な事実認定を行うべきという本件調査委員会の調査の

あり方を考えると、懲罰諮問委員会での発言や議論も本件調査

の一部として事実認定を行った本件調査委員会の態度も不当と

評価することはできない。むしろ、こと「にぎり」に関しては、

懲罰諮問委員会で得られた新たな証言を（それも、プロゴルフ

ァーである懲罰諮問委員らからの指摘を）、調査の対象とせず
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に第二次調査中間報告書での認定にこだわったとすれば、その

方が不自然かつ不合理と評価される。したがって、本第三者委

員会としては、上記経緯は、本件調査委員会としての一種の合

理的な追加調査であった旨評価する。  

     また、懲罰諮問委員会において、例えば、「にぎり」を認定

すると協会にとって問題ではないか、あるいは、処分が重くな

り過ぎて酷ではないか等、まず処分を想定し、それに合わせて

調査委員会の事実認定を処分が軽くなる方向に歪めるというよ

うな事情があれば問題であるが、本第三者委員会による懲罰諮

問委員会の録音記録の確認、本件調査委員３名及びＤ懲罰諮問

委員へのヒアリングにより、そのようなやりとりはないことを

確認済みである。   

 

   キ 本件に特有の論点④：Ｙが第二事件の当時、甲らを暴力団員

であると認識していたかについて、十分な調査がなされたか  

 

     後述（「４ 検証項目④」）のとおり、本件調査委員会によ

るヒアリング等においては、Ｘに対し、この点についての明確

な質問等がなく、やや調査が不足していると考えられなくもな

いが、前述のとおり、事実上本件調査の一環となっている平成

２５年１０月２４日の懲罰諮問委員会において、Ｘが明確に、

Ｙの上記認識を否定しており、結論として調査が不十分であっ

たとは認められないと思料する。  

 

   ク 本件に特有の論点⑤：「にぎり」の認定変更に関して  

 

     後述（「４ 検証項目④」）のとおり、本件調査委員会は、

「にぎり」に関する具体的な合意等の事実関係の詳細な確認を

尽くさないまま、第二次調査中間報告書で「にぎり」行為を認

定した点、また、第二次調査最終報告書において、同「にぎり」

行為の認定を撤回し、レッスン料又は謝礼と評価を変更したこ

とにつき追加調査の余地があった点については、本件調査委員

会の調査過程に相当とは言えない面があったものと評価すべき

である。  
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     しかしながら、後述（「４ 検証項目④」及び「５ 検証項

目⑤」）のとおり、本第三者委員会としての独自追加調査の内

容も踏まえると、結論としては、「にぎり」行為を否定した本

件調査委員会の最終的な判断は合理的であったと考えられ、そ

の意味で、上記の「にぎり」に関する認定とその変更の経緯は、

全体としての調査の相当性を覆すほどの重大性はないと評価す

る。  

 

 ４ 検証項目④：「調査委員会の認定事実は客観性を有していると認

められるか」について 

  

 （１）事実認定について  

 

    事実認定は、言うまでもなく証明力のある証拠によって裏付け

られたものでなければならない。  

    そして、刑事事件においては、犯罪事実を認定するためには、

合理的な疑いを容れない程度の証明が必要とされ、強制力をもっ

て不利益な処分を科する手続き、行政処分や懲戒処分においても、

処分対象者に不利益な認定をするには、これと同様の高度の証明

が求められる。  

    本件においても、公益社団法人としての協会が行う懲戒処分が、

事実上プロゴルファーとしての資格を奪い、または、これを制限

する効果を有するもので、処分を受ける者にとっては、社会的地

位を喪失し、あるいは社会的信用を低下させ、それまでと同様の

社会生活を営むことができなくなる性質のものであるから、懲戒

処分の前提となる不利益な事実を認定するには、刑事事件に匹敵

するレベルの証拠の裏付けが必要である [ 2 ]。  

                                                           
2
  なお、日弁連ガイドラインは、「不祥事の実態を明らかにするために、法律上の証

明による厳格な事実認定に止まらず、疑いの程度を明示した灰色認定や疫学的認定を

行うことができる」としている（第２部第１．１．（２）②）。実際、本件調査委員

会が、Ｙが甲らが暴力団員であったことを認識していたかについての認定は、このよ

うな考え方に近いと思われる。ただし、これについては、第二次調査最終報告書に記

載されるとおり、会員倫理規程第７条の規定上、「暴力団らしい」との認識があれば、

反社会的勢力としての認識として同条違反の主観面としては足りると考えられるとい
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    そのような観点を前提に、以下、本件調査委員会の事実認定の

客観性を検証する。  

 

 （２）第一事件についての検討内容  

 

   ア 本件調査委員会が認定した事実  

 

     本件調査委員会は、第一事件に関する第一次調査報告書にお

いて、会員倫理規程違反に該当する事実として、  

 

「Ｘ会員は、現職の理事でありながら、平成２５年６月１

９日、熊本県所在のゴルフ場において、指定広域暴力団会

長甲と一緒にＩＮコース９ホールのゴルフプレーを行い、

数万円程度の謝礼を受領したと認められる。  

 なお、Ｘ会員の弁解によれば、甲と知り合ったのは平成

２３年１１月頃であったが、暴力団会長であると認識した

のは平成２４年４月頃であり、それ以降の付き合いは自粛

していた。  

しかし、上記日時に甲がスタートの予約もなくゴルフ場

を来訪してきたために、Ｘ会員は、深く考えもせずに、ゴ

ルフプレーを伴にしたと認められる。」  

 

    との認定をした上で、この行為が、「協会の定款に基づく会員

倫理規程第７条および１２条に違反すると認められるから、同

規定の第１４条に定める懲罰の対象になる」としている（第一

次調査報告書３）。  

 

   イ 調査の経過及び証拠関係  

 

     この調査の経過は、前述のとおりであり、この事実認定に供

された主な証拠は、次のとおりである。  

 

                                                                                                                                                                             

う事情がある。日弁連ガイドラインも指摘するとおり（脚注４）、仮に灰色認定を行

う場合にはその影響にも十分配慮する必要がある。  
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     ① 平成２５年９月２日に行われた本件調査委員会によるＸ

本人に対する聴取の結果（「Ｘ理事との面談メモ」）  

     ② 同月７日に行われたＡ調査委員長によるＸ、Ｆ会員及び

玉名カントリークラブＧ支配人に対する聴取結果（「Ｘ理

事、Ｆ会員、玉名ＣＣ・Ｇ支配人との面談メモ」）  

     ③ 玉名カントリークラブのスタート表（ [来場一覧表 ]・２

０１３年６月１９日付）  

     ④ 同カントリークラブ予約システム電子データ  

 

   ウ 事実認定の合理性  

 

   （ア）Ｘが、前記日時場所において、甲らとゴルフプレーをし、

その際数万円の謝礼を受領した事実について  

 

      この点については、Ｘも認め、証拠上明白であって、認定

上の特段の問題は存しない。  

 

   （イ）ゴルフを共にするに至った経緯について  

 

      この点については、第一次調査報告書には、Ｘと甲との間

に事前に約束はなかったが、来場した甲とゴルフプレーを共

にすることとなった旨簡潔な記載がなされているのみである

が、上記証拠関係を検討すると、その経緯は以下のようなも

のと認められる。  

 

     ① 平成２５年６月１９日、Ｘは、Ｆ及び研修生２名と共に

ラウンドする予定でいたが、スタート前に、甲らが来場し

た。  

     ② 玉名カントリークラブでは、キャディーなしで回るいわ

ゆるセルフプレーは一切認めていないところ、当時、甲ら

につけるキャディーがいなかった。  

     ③ そこで、Ｆをキャディーとして、甲、Ｘ及び研修生１名

で回り、乙は、次の組でもう１名の研修生をキャディーと

して回ることとなった。  
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      このような経過は、Ｘの供述のみでなく、Ｆの供述やスタ

ート表にも裏付けられたものであるから、Ｘと甲の間に事前

の約束はなかった旨の本件調査委員会の認定に誤りはないと

考えられる。  

    

   （ウ）第一次調査と第二事件の関係  

 

      Ｘについては、その後、第二事件の甲らとの飲食及びゴル

フが発覚しており、結果的には、第一次調査において、第二

事件を洗い出すことをできなかったことは、残念なことであ

る。  

      Ｘが甲に上記のような融通を利かせて共にゴルフをしてい

ること、外にもＸが甲にレッスンをしてやっていること、Ｘ

自身が「ヤクザだけどゴルフくらいいいじゃないかという気

持ちはあった。」などと述べていることなど、第一次調査に

現れた事情からも、両名の親密な関係が疑われるところであ

る。  

      本件調査委員会も、そのような観点から、Ｘとの面談にお

いて甲らとの関係を確認するのに加えて、玉名カントリーク

ラブで甲がプレーした際の過去の電子データを取り寄せるな

ど、必要な調査は行っている。  

      しかし、Ｘが自ら申告しない限り、他の飲食やゴルフをと

もにした事実の端緒を掴むことは極めて困難であって、本件

調査委員会において、第二事件の事実を把握できなかったこ

とはやむを得ないところと考えられる。  

 

（３）第二事件についての検討内容  

  

   ア 本件調査委員会が認定した事実  

 

   （ア）第二次調査最終報告書の認定事実  
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      本件調査委員会は、Ｙが、平成２５年９月１８日に協会の

Ａ顧問弁護士に申告または通報した暴力団会長甲との交際状

況、すなわち、①平成２５年３月１４日、Ｘと一緒に、甲ら

と飲食をともにしたこと、②同年４月２７日、北九州市所在

の九州ゴルフ倶楽部八幡コースにおいて、Ｘと共に、甲らと

ゴルフプレーをしたこと、③同年６月１８日、阿蘇ゴルフ倶

楽部赤水コースにおいて、Ｘとともに、甲らとゴルフプレー

をしたことを、いずれも事実と認定した（第二次調査最終報

告書）。  

      その上で、Ｙ及びＸ双方について、いずれも会員倫理規程

等に違反しているとして、懲罰諮問委員会にその処分につい

て諮問することが相当との結論を導いている（なお、Ｘにつ

いてはその旨明記されてはいないが、記載内容からかかる趣

旨と解される。）。  

 

   （イ）その他判明した事実として認定された事実  

      

      また、本件調査委員会は、これら懲戒処分の対象となる事

実と併せて、「その他に判明した事実」の中で、本件調査委

員会が第二次調査中間報告書において、「Ｙ・Ｘらは甲らと

いわゆる「にぎり」行為を行い、ＹとＸは各自５万円の現金

を手にした。」とした調査結果を訂正し、両会員がホールア

ウト後に甲から受領した各５万円の現金は、「レッスン料ま

たは謝礼と評価できる。」と認定した。  

 

   （ウ）Ｙによる甲らについての認識について  

 

      さらに、Ｙが、甲らを暴力団会長等であったことを認識し

たのは平成２５年６月３０日ころであると申告していた点に

ついては、Ｙに、反社会的勢力との認識はあったと評価せざ

るを得ないとし、かかる者との交際を会員倫理規程に抵触す

るものと認定している。しかし、暴力団関係者であるとの認

識がなかったとする弁解は、著しく疑念が残るとしつつも、

認識があった旨の積極的な認定をするには至っていない。  
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   イ 以上の認定についての証拠関係  

 

     第二事件についての本件調査委員会による調査の経過は、以

上のとおりであり、これらの事実認定に供された主な証拠は、

次のとおりである。  

 

①  平成２５年９月３０日の本件調査委員会によるＹとの面

談の結果  

②  上記面談の際、Ｙから提出されたレポート  

③  同年１０月３日のＡ調査委員長によるＸからの電話聴取

結果  

④  本件調査委員会からの照会に対するＸ作成の回答書面  

⑤  同月７日のＡ調査委員長によるＸからの電話聴取結果  

⑥  同月８日の本件調査委員会によるＹとの面談の結果  

⑦  同日付Ｙの「ご報告」と題する書面  

⑧  Ａ調査委員長による事務局員Ｈからの電話聴取の結果  

⑨  Ａ調査委員長による競技委員Ｉからの電話聴取の結果  

⑩  同月９日のＡ調査委員長によるＸからの電話聴取結果  

⑪  同月１５日のＡ調査委員長による競技委員Ｊからの電話

聴取結果  

⑫  同日のＡ調査委員長による競技委員Ｋからの電話聴取結

果  

⑬  Ａ調査委員長によるＦからの電話聴取の結果  

⑭  本件調査委員会からの照会に対するＸ代理人弁護士Ｌか

らの同月１９日付回答書  

⑮  本件調査委員会からの照会に対するＹ代理人弁護士Ｍ外

１名からの同月２３日付回答書  

⑯  同月２４日付Ｙの「ご報告」と題する書面  

 

   ウ 事実認定上の問題点  
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     上記の認定事実のうち、Ｙ及びＸが、甲らと飲食やゴルフプ

レーを共にした客観的事実は、両人も認めるところであり、本

件調査委員会の事実認定に特段の問題はない。  

     しかし、上述のとおり、本件調査委員会が、第二次調査最終

報告書で第二次調査中間報告書の認定を変更した、九州ゴルフ

倶楽部八幡コース（以下「八幡コース」という。）でのゴルフ

プレーの際、両人が甲らから受領した各５万円の現金の性質、

また、本件調査委員会が、疑念が残るとしつつも積極的に認定

するには至らなかったＹの甲らが暴力団関係者であることの認

識の有無については、再度、検討する必要があるものと思料さ

れる。  

     以下、これらの問題点について検討する。  

 

   エ Ｙの甲らについての認識について  

 

   （ア）第二次調査最終報告書の認定  

 

      本件調査委員会は、第二次調査最終報告書において、平成

２５年３月１４日の食事会の際、Ｙが、「暴力団関係者であ

るかもしれないとの疑念を有していた」との認定はしている

が、積極的に暴力団関係者であることの認識を有していたと

まで認定するには至っていない（第二次調査最終報告書第３

（２））。  

 

   （イ）Ｙの主張とそれに関する評価  

 

      上記の証拠関係を検討するに、Ｙは、調査の過程で一貫し

て、甲らが暴力団関係者であるのを知ったのは、平成２５年

６月末に甲が偽名でゴルフプレーをして詐欺で逮捕された旨

の新聞記事を見た時で、それ以前は知らなかった旨弁解して

いる。  

      この点について、甲らをＹに紹介したＸは、八幡コースで

のゴルフプレーの際、ゴルフ場の支配人には甲らが暴力団関
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係者であることを告げたと述べる一方、Ｙにその事実を知ら

せたとの供述は認められない。  

      また、Ａ調査委員長が電話聴取した同年４月２７日の飲食

の際同席した他の競技委員や職員らは、いずれも甲らが暴力

団関係者であることを知らなかった旨述べ、Ｙがこれを知っ

ていたことを窺わせる供述も認められない。  

      このように、上記証拠関係によれば、Ｙの弁解を覆して、

同人が甲らを暴力団関係者である旨認識していたことを認定

するに足る証拠はなく、疑念は残るが暴力団との認識を有し

ていたとまでは認定できないとした本件調査委員会の結論は、

合理的なものとして是認できる。  

 

   （ウ）本第三者委員会による調査  

 

      なお、前掲関係書類を検討するも、本件調査委員会の調査

では、Ｘに対して、Ｙのこの点の認識に関する明確な質問が

なされた記録が認められず、調査にやや不足な点があったの

ではないかと観点から、本第三者委員会において、調査経緯

の検証を行い、その中で、同年１０月２４日の懲罰諮問委員

会での審議の録音を再生して聴取したところ、同委員会にお

ける委員とＸとの質疑の中において、Ｘが、Ｙのこの点につ

いての認識を明確に否定していることが確認された。  

      また、念のため、本第三者委員会からＸ代理人への照会の

中で、この点についての回答を求めたところ、「Ｙ氏に対し、

甲らが暴力団関係者である旨話をしたことがあるか。ある場

合、その時期はいつか。」との問いに対し、Ｘは、「Ｙ氏に、

甲らが暴力団関係者であると話したことはありません。」と

回答した。  

      また、Ｙの代理人に対しても、改めて上記の点の回答を求

めたところ、平成２５年６月末に初めて認識したとの回答に

変更はなかった。  

 

   （エ）小括  
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      以上の次第で、本第三者委員会としても、Ｙが、本件飲食

ないしゴルフプレーの際、甲らが暴力団関係者であることを

認識していたものと認定するには至らなかった。  

 

   オ 「にぎり」について  

 

   （ア）本件調査委員会の認定の問題点  

 

      前記のとおり、本件調査委員会は、Ｙ及びＸが、八幡コー

スで甲らから受領した現金について、第二次調査中間報告書

では「にぎりを行って得たもの」と認定したが、その後の第

二次調査最終報告書では、これを「レッスン料ないし謝礼」

と変更した。  

      ゴルフプレーをする者同士が、その勝敗に金品を賭けるい

わゆる「にぎり」を行った場合、刑法の賭博罪に該当する可

能性があり、その場合、刑法犯を犯したこと自体が独立して

懲戒事由になりうるのであるから、その行為の存否の判断は、

十分な調査の上で、慎重に検討されなければならない。  

 

   （イ）「にぎり」行為と賭博罪  

 

     ① 刑法上の賭博罪（刑法第１８５条）の構成要件は、「賭

博をした者は、５０万円以下の罰金又は科料に処する。た

だし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、

この限りでない。」というものである。  

       この但書の趣旨は、賭博行為に該当するような行為であ

っても、単に一時的な娯楽のために費消する物を賭けたに

過ぎないような場合には、その程度の軽微性又は社会的相

当性のために違法性が阻却されるとするものであるという

のが通説的見解である。  

       そして、金銭については、「一時の娯楽に供する物」に

当たらないというが一般的な解釈であって、たとえ即時に

飲食するための費用であればこれに当たりうるとの考え方

を取ったとしても、本件で問題となっている５万円という
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金額は「一時の娯楽に供する物」に当たらないことは明ら

かであり、仮に、本件で授受された金員が、「にぎり」に

勝って得られたものだとしたら、但書の適用の余地はない

ものと思料される。  

 

     ② また、賭博罪が成立するには、勝敗が偶然の事由によっ

て左右されるものであることが必要で、最初から勝敗が明

らかな場合には、賭博とはなりえない。  

 

   （ウ）証拠関係及び本件調査委員会による検討の経緯  

 

     ① Ｙが、平成２５年９月３０日の本件調査委員会との面談

時に提出したレポートには、八幡コースでのプレー時に甲

らからレッスン料５万円を受領した旨の記載があったが、

その日の面談において、その点の確認を求められ、Ｂ調査

委員からの「実際はレッスン代ではなく、にぎりで勝った

ということではないか。」との問いに対し、「そうです。」

と答えて「にぎり」であったことを肯定した。これに対し

て、赤水コースでのプレー時に受領した１０万円について

は、面談においても、レポートに記載されたとおり、レッ

スン代である旨述べた。  

     ② Ｘは、同年１０月５日付の回答書において、八幡コース

において「にぎり」をしていたことは間違いない旨記載し

ている。  

     ③ ところが、Ｙは、同月８日の本件調査委員会との面談時

に提出した同日付「ご報告」と題する書面には、再度、八

幡コースで受領した現金はレッスン料である旨記載して提

出した。  

 もっとも、同日の面談では、レッスン料であったとの主

張を強くはせず、「自分でもあやふや」と述べ、「Ｘがベ

ストと言ったような気もする。」と「にぎり」であること

を裏付けるかの供述もしている。  

     ④ そして、本件調査委員会は、同月１０日、公益認定等委

員会に調査経過を報告するにあたり、その時点での証拠関
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係をもとに暫定的な内容の第二次調査中間報告書を作成し

たが、その中において、八幡コースでの出来事について、

「Ｙ・Ｘらは甲らといわゆる「にぎり」行為を行い、Ｙと

Ｘは各自５万円の現金を手にした。」と認定した。  

     ⑤ その後の調査において、この点については特段の調査が

行われず、同月１６日付の本件調査委員会からＹの代理人

弁護士及びＸの代理人弁護士に宛てられた書面による質問

状においても、この点についての質問はなされておらず、

当然、これに対する各代理人からの回答も、この点には一

切触れていない。  

     ⑥ Ｙから、同月２４日付の「ご報告」と題する書面が提出

され、それには、八幡コースで「にぎり」はしていないこ

と、「にぎり」であれば、ホールごとに集計しなければな

らないところ、そのような集計には関与していないこと、

５万円はレッスン料との認識で受領したこと等が記載され

ていた。  

     ⑦ 同日に懲罰諮問委員会が開催され、その際、資料の１つ

として、本件調査委員会の報告書案も配布されたが、それ

には、第二次調査中間報告書同様、八幡コースにおいて、

両会員が「にぎり」行為を行ったとの記載がなされていた。  

       同委員会の審議の中で、上信越地区選出の代議員である

Ｄ懲罰諮問委員から、スタート前に具体的な賭け金額を決

めていた事実が認められないから「にぎり」ではないとの

意見が述べられ、他の代議員である委員３名も、この意見

に賛同した。そして、審議の結果、懲罰諮問委員会として

は、上記金員は、むしろレッスン料ないしプレー同行の謝

礼としての意味合いと解するのが妥当との結論に達した。  

     ⑧ これを承けて、本件調査委員会は、八幡コースで授受さ

れた金員をレッスン料とする旨の変更を加え、更に、「中

間報告における「にぎり」行為に関する記述は削除する。」

との記載を加えた第二次調査最終報告書を作成した。  

 

   （エ） 上記検討経緯の問題点  
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     ① およそ、賭けゴルフである「にぎり」が成立するために

は、まず、様々にある「にぎり」の方法のうちどれを行う

か、次いで、その場合のレートすなわち賭け金額、更には、

ハンディをどうするかを決めなければならないところ、本

件においては、それがいずれも明らかでない。  

       たしかに、「にぎり」の方法が「ベスト」であったこと

を窺わせる供述はあるものの、それ以上に賭け金額やハン

ディを決定した形跡は全く認められない。  

       Ｄ懲罰諮問委員らによるスタート前に賭け金額が決まっ

ていない以上「にぎり」ではない旨の指摘はもっともであ

り、「にぎり」であることに、そのような合理的な疑いを

差し挟む余地がある以上、前述した事実認定の原則に照ら

せば、「にぎり」であるか否かのＹの供述が揺れているに

もかかわらず、「にぎり」の内容を具体的に明らかにする

証拠の収集ができていないまま、賭博に当たる「にぎり」

行為があったものとした本件調査委員会の第二次調査中間

報告書の認定は、暫定的な認定であったとしても、相当で

なかったと言わざるを得ない。  

     ② 本件調査委員会は、調査の過程で、「にぎり」かレッス

ン料かについてのＹの供述が揺れており、必ずしも一貫し

たものではないのであるから、この点を明らかにするため

には、Ｘから、「にぎり」の方法、賭け金の額及びハンデ

ィの有無について聴取すべきであったが、Ｘに対してかか

る具体的な質問をした形跡はない。  

       また、本件調査委員会は、Ｙとの面談において、Ｙが

「にぎり」ではなくレッスン料であったと主張を変更した

点を厳しく追及したが、Ｙがレッスン料であるとの主張を

撤回したかの供述をした時点で質問を終了し、「にぎり」

の具体的内容についての質問をしていない。  

       本件調査委員会は、当時、むしろ「にぎり」であるとの

強い心証の下に、結論的に「にぎり」を行ったことを認め

させるための追及に力点を置いた余り、「にぎり」を裏付

ける客観的な事実関係を明らかにする姿勢が不十分であっ

たと言わざるをえない。  
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     ③ 本件調査委員会は、懲罰諮問委員会でのＤ懲罰諮問委員

らからの指摘を受けて「にぎり」の認定を撤回し、直ちに

レッスン料であったと認定しているが、Ｘは「にぎり」で

あったことを認め、Ｙも一貫はしていなくとも「にぎり」

であったことを認める供述もしていて、「にぎり」である

ことの疑いが払しょくされたわけではない。ことが賭博罪

に当たる行為があったか否かという重大問題であるから、

上記のとおり、調査に不十分な点があった以上、改めて、

この点についての追加調査を行う必要があったのではない

かと思料される。  

 

   （オ） 本第三者委員会における検証  

 

     ① 本第三者委員会においては、「にぎり」が行われたか否

かを検証するため、以下のような追加的な調査を行った。  

      ａ Ｄ懲罰諮問委員との面談  

      ｂ Ｙ及びＸの各代理人に対する質問状の送付  

        これに対して、平成２６年２月１０日付でＹの代理人

弁護士から、同月１１日付でＸの代理弁護士から、それ

ぞれ書面による回答を得た。  

      ｃ Ｘからの電話による事情聴取  

      ｄ Ｙとの面談（Ｙの代理人弁護士立会い）  

     ② Ｄ懲罰諮問委員は、上記面談において、本件が「にぎり」

とは認められない理由について、懲罰諮問委員会で指摘し

た賭け金額が決まっていないことに加えて、賭けの方法が

明確でないこと（たとえベストだとしても、勝敗が決しな

かったホールについては次のホールに持ち越すか否かの決

めは必要）、ハンディが決まっていないことを挙げ、さら

に、そもそも、プレーから上がって来た際にプロ２人が５

万円同額を受け取っている点がホールごとの勝敗を決める

ベストの「にぎり」としては不自然で、最初からレッスン

料だと思っていた旨述べている。  

     ③ 次に、Ｙは、上記代理人弁護士からの回答書において、

ベストでという話は出たがこれに応じておらず、甲らと
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「にぎり」をしたことはない旨回答し、本第三者委員会と

の面談においても、「にぎり」はしておらず、５万円はレ

ッスン料として受け取ったと理解していた旨述べた。  

     ④ また、Ｘは、上記代理人弁護士からの回答書において、  

      ａ 甲らが「ベストをしましょう。」とは言ったが、ハン

ディもないベストでプロが負けるはずがなく、「にぎり」

でお金をもらうつもりはなかった。  

      ｂ ５万円は、ベストの結果として受け取ったのではなく、

レッスンフィーとして受け取った。  

      ｃ Ｙとの間では、「にぎり」について、何の取り決めも

していない。  

      などと回答し、本第三者委員会からの電話聴取に対して、

上記回答を前提にして、「事前に詳細なルールや点数を決

めたことはなかった。」と述べた。  

 

   （カ）結論  

 

      本第三者委員会において、本件調査委員会の調査に供され

た証拠に、上記本第三者委員会の調査結果を加えて検討した

結果によっても、次のとおり、八幡コースにおいて、Ｙ及び

Ｘが、賭博罪に当たる「にぎり」すなわち賭けゴルフを行っ

たと認定することはできない。  

      たしかに、八幡コースにおけるスタート前、「ベストで」

という競技方法の提案が甲らからなされた可能性が高い。  

      しかしながら、  

 

      ① Ｙがこれを了解したとの証拠がない。  

      ② 賭け金額が決められた形跡がない。  

      ③ プロとアマチュアとの「にぎり」であるのにハンディ

が決められていない（仮にハンディを決めないで、ベス

トでの「にぎり」を行ったとしたら、プロであるＹ及び

Ｘが勝つことは最初から決まっていたと言っても過言で

はなく（公知の事実として、Ｙは過去に日本の男子プロ

ゴルフツアーの賞金王となった実績がある。）、その場

合、前記のとおりもはや賭博には該当せず、むしろ、ベ
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ストをやって負けたという形を取りながら甲らが実質レ

ッスン料を支払ったと見るのが自然と思われる。）。  

      ④ ＹもＸもホール毎の勝敗をチェックしていた形跡がな

い。  

      ⑤ ＹとＸが受け取った金額が、いずれも５万円という切

りのいい金額であることは、ベストの清算としてはやや

不自然である。すなわち、ベストにおいては、４人のプ

レーヤー各自が１ホール負けた場合にいくら負担するか

を決め、これを１８ホール行うのであるから、その結果、

２名が丁度５万円ずつ勝つということは、稀なことと思

われる。  

      ⑥ 上記金額は、プロゴルファーがアマチュアとラウンド

した時のレッスン料ないし謝礼としても、合理的な範囲

の金額である（本第三者委員会の調査に対し、Ｙは、自

らのレッスン料の相場として１回１０万円前後、他の若

手プロの場合３ないし５万円程度と供述した）。  

 

     などの点から、レッスン料として受け取ったとのＹらの弁解

を覆して、「にぎり」行為があった旨を認定することは困難

といわざるをえない。  

 

 ５ 検証項目⑤：「黙示の合意が成立する間柄とは認められないと言

えるか」について 

 

 （１）公益認定等委員会から協会への指摘事項  

 

    協会は、公益認定等委員会に提出した報告書の中で、「頻繁に

プレーするパートナー間でありながら、黙示の合意により「にぎ

り」が成立することもあり得ると思いますが、本件では甲等とＸ

元会員、Ｙ元会員の４者の関係においては、そこまでの人間関係

は認められない」としている点について、同委員会から、「元理

事は暴力団の甲にワンポイントレッスンを１０数回行い、元副会

長は暴力団の乙とゴルフ談議など電話で他愛のないやり取りを１

５～１６回行っており、また甲は、２年～２年半の間に３５～４



- 58 - 
 

０回ゴルフ場を訪れ、理事が予約を代行している場合もあったと

されている。にもかかわらず、黙示の合意が成立する間柄とは認

められないと言えるのか。」との指摘を受けた。  

    よって、以下、この点について検討する。  

 

 （２）各人の交際状況  

 

   ア Ｘについて  

 

     Ｘは、上記公益認定等委員会が指摘する報告書の記載のとお

り、八幡コースでのゴルフプレー以前から、玉名カントリーク

ラブに来場した甲にワンポイントレッスンをしたり、甲らの予

約を代行するなどしてやる関係にあった。しかし、八幡コース

でのゴルフプレー以前には、甲らとゴルフプレーを共にした事

実は、認められない。  

 

   イ Ｙについて  

 

     Ｙは、平成２５年３月１４日、佐賀市内で飲食したのが、甲

らとの初対面であった。  

     この時以後、八幡コースでゴルフプレーをするまでの間、乙

とは、電話でゴルフ談義などをした可能性はあるが、甲と接触

した事実は認められない。  

 

 （３）結論  

 

    上記の交際状況を前提に検討するに、八幡コースでのゴルフプ

レー時において、スタート前に何ら明確な確認をするまでもなく、

黙示に「にぎり」の合意が成立するような人間関係が形成されて

いたとは、認められない。  

    すなわち、かかる黙示の合意は、それ以前繰り返しゴルフプレ

ーを共にしていた者の間では十分に成立する可能性はあるが、Ｙ

は、甲らとはそれまで１度飲食店で会ったのみで、その後、乙と

は電話で会話をした可能性はあるとはいえ、甲とは何らの接触も
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なく、共にラウンドした経験どころか、ゴルフ場で甲らと会うこ

とさえこの日が初めてであった。また、Ｘにしても、玉名カント

リークラブにおいて、甲らと度々接触し、甲にはレッスンもして

やっていたとはいえ、それまでゴルフプレーを共にした事実を認

定することはできない。  

    このような点から、八幡コースにおけるゴルフプレーの際、Ｙ、

Ｘと甲らとの間に、黙示に「にぎり」が成立するような人間関係

が形成されていたとは認められない。特に、上記４（カ）記載の

とおり、「にぎり」が成立するためには、いくつもの具体的な合

意（取決め）が必要である以上、仮に一定程度親しい人間関係が

認められ得るとしても、それだけで「にぎり」に関する黙示の合

意を認定することには無理がある。  

 

 ６ 参考事項 

 

   上述の本第三者委員会としての追加調査の過程で、Ｙから（代理

人弁護士立会下でのヒアリング及び代理人弁護士を通じた書面・電

話での回答により）、次のような供述が得られた。  

 

   Ｘ及びＹは、平成２５年６月１８日、阿蘇ゴルフ倶楽部赤水コー

スで、甲らとプレーをしたが、同日はその４人でともに食事をとり、

ゴルフ場周辺のいずれかの旅館に宿泊した（部屋は各自別）。翌１

９日、ＹはＸに新幹線の駅まで送迎してもらい、電車に乗り、その

後、Ｘは、甲らとともに、玉名カントリークラブで甲らとゴルフを

したものである（これが第一事件である）。  

 

   この点について、Ｘは、本第三者委員会に対し、はっきり記憶が

ないと回答している。  

   甲らとの別の会食の事実と宿泊の事実であるため、仮に上記事実

が認定できるとしても、本来の本第三者委員会の検証の対象それ自

体ではないが、参考事項としてここに指摘しておく。なお、この新

たに判明した事実を前提としても、上記「にぎり」の認定の結論に

変わるところはないし、本件調査委員会の調査過程が全体として相

当であったという結論も変わるものではない。  
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第４ 結語 

 

   本第三者委員会は、以上のとおり、検証を行い、上記の事実認定

及び評価に至ったものである。  

 

 

 

（別添資料3）  

 

・日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」  

 

 

以上  

                                                           
3
  公表版では添付省略。  


